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令和８年４月２３日 区民生活常任委員会（速報版） 

    午前十時開議 

○平塚けいじ委員長 ただいまから区民生活常任委員会を開会いたします。 

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○平塚けいじ委員長 本日は、当委員会で所管する外郭団体の令和八年度事業計画等を聴

取いたします。 

 報告の順序は、レジュメに記載のとおり、せたがや文化財団、世田谷川場ふるさと公

社、スポーツ振興財団、産業振興公社、シルバー人材センターの順に、各団体入替えで行

います。 

 報告は、まず区理事者より事業計画等について説明いただき、引き続き、各団体より経

営方針等についての御説明をいただきます。その後、質疑応答に入りますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、 (1
)

公益財団法人せたがや文化財団における令和八年度事業についての報告

に入ります。 

 本日は本件に関し、参考人として、青柳理事長、志賀事務局長、馬場文化生活情報セン

ター副館長、工藤美術館副館長、片桐文学館副館長、山本事務局統括部長、三羽文化生活

情報センター総務部長、庄司文化生活情報センター国際事業部長に御出席いただいており

ます。本日はお忙しい中、本委員会のために御出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。委員会を代表して心から御礼を申し上げます。 

 それではまず、区理事者より、令和八年度の事業計画等の報告をお願いします。 

○大谷文化・国際課長 それでは、公益財団法人せたがや文化財団における令和八年度の

事業計画及び予算について御説明させていただきます。 

 資料一ページ目、公益財団法人せたがや文化財団における令和八年度事業を御覧くださ

い。こちらは概要版でございます、なお、事業名称や開催日程は概要版に最新の情報を掲

載しております。以後の事業計画の記載と異なる場合がございますので、御承知おきくだ

さい。 

 初めに、１の事業計画でございます。各館の主な実施事業をお示ししております。世田

谷文化生活情報センターから御覧ください。文化生活情報センターは、生活デザインを提

案する生活工房、演劇とダンス公演を主に展開する公共劇場、世田谷パブリックシア

ター、親しみやすく良質な音楽を提供する音楽事業部、外国人支援や交流を担う国際事業
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部、この四部門から成ります。来年度で開館三十周年を迎えます。公演、展示、教育普及

など様々な事業を展開するとともに、区の施策と連携しながら多文化共生の取組も進めて

まいります。 

 今年度は、生活工房ギャラリーが太子堂出張所の移転に伴い、キャロットタワーの三階

から二階に移転するため、一年間、内装工事のため、休館いたします。四階ワークショッ

プルームを代替的に活用し、暮らしに身近な文化施設として事業展開をしてまいります。

また、世田谷パブリックシアターですが、主劇場が一年間、天井改修工事のために休館と

なることから、シアタートラムやせたがやイーグレットホールなどを拠点に講演事業を実

施いたします。具体的な事業は記載のとおりでございます。 

 次に、表の下段、世田谷美術館にお進みください。世田谷美術館では、現代美術からテ

キスタイルデザインまで、幅広い分野のアートを紹介する展覧会を開催しております。

「スウェーデン・テキスタイル―暮らしと自然に息づく北欧デザイン」展は、スウェーデ

ンのテキスタイルにスポットを当てた日本で初めての試みとなります。コレクション展で

は、武蔵野をテーマにした作品や、近年、収蔵した作品を御紹介いたします。また、美術

鑑賞教室や百円ワークショップ等を行うほか、区民ギャラリーの貸出し、また、世田谷区

民展など、区民の表現の場づくりを引き続き進めてまいります。 

 次に、表の下段右にお進みいただきまして、世田谷文学館でございます。企画展「やな

せたかし展 人生はよろこばせごっこ」は、世田谷文学館が企画、協力に参画し、全国巡

回をしてまいりました。このたび、巡回の集大成の展覧会を世田谷文学館で開催いたしま

す。また、このほかにも、宇野千代コレクションを用いたコレクション展を前期、後期と

一年間を通じて開催いたします。地域に密着した教育普及プログラムを実施し、参加型事

業も一層充実してまいります。 

 次に、二ページ目を御覧ください。令和八年度予算の内訳表でございます。一般正味財

産の部の経常増減の部でございます。経常収益といたしまして、事業収益はⅠの一般正味

財産の部１ (1
)

の経常収益の上から三つ目、十五億五千四百六十一万一千円などで、合計

では経常収益の合計、（Ａ）の欄にあるとおり、三十四億二千八百五十一万円と見込んで

います。 

 次に、 (2
)

の経常費用を御覧ください。事業費の合計ですが、自主事業の公演、展覧会

事業等の事業費を合わせ三十三億二千七十六万八千円、管理費の合計は一億五千九百万六

千円となっておりまして、経常費用の合計、（Ｂ）は三十四億七千九百七十七万四千円と
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見込んでいます。 

 次に、一般正味財産期末残高（Ｈ）を御覧ください。こちらは七億六千七百九十六万十

六円と見込んでいます。 

 次に、指定正味財産の部です。指定正味財産期末残高（Ｋ）に記載のとおり、八億千二

十五万三千七百三十一円を見込んでいます。 

 これらより正味財産期末残高（Ｌ）は、一般正味財産期末残高の（Ｈ）と指定正味財産

期末残高（Ｋ）を合計いたしまして、十五億七千八百二十一万三千七百四十七円と見込ん

でおります。 

 私からの御報告は以上でございます。 

○平塚けいじ委員長 次に、経営方針等について御説明をお願いします。 

○青柳理事長 せたがや文化財団理事長の青柳でございます。 

 私どもは、世田谷に住んでいらっしゃる区民の方々、また、活動の場にしていらっしゃ

る方々に、様々な分野の文化に接触し、それから経験し、それで享受して、それによって

より豊かな、そして充実した生活を送っていただくことを目的として活動しております。

これから、それぞれのセクターの話をさせていただきます。どうもありがとうございま

す。 

○馬場文化生活情報センター副館長 それでは、文化生活情報センターについて御説明申

し上げます。 

 文化生活情報センターでは、生活デザイン、劇場、音楽、多文化共生の四つの分野で多

彩な公演、ワークショップ、イベントなど、幅広い事業を展開してございます。 

 お手元の概要の資料に従いまして、順に御説明させていただきます。 

 生活工房でございます。三階ギャラリーの移転ということで、企画展を今年度は四階の

ワークショップルームで開催するということでございます。今年三月に、三階ギャラリー

最後の展示となりました「三軒茶屋大三角地帯展」というのがございましたが、そこの三

角形をモチーフとしまして、今年九月には、工事現場などで使われる三角コーンをテーマ

にする展示を開催する予定でございます。 

 体験型の事業でございますが、好評のセミナーシリーズ「対話の効能〈わたし〉と〈あ

なた〉のあわい」の第三弾でございますとか、五感について考えるワークショップ「日常

を見限らない」の第六弾としまして、視覚をテーマとして開催予定でございます。 

 続きまして、世田谷パブリックシアターでございます。主劇場が今、休館をしておりま
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すが、今年度はシアタートラムでの主催公演を充実させてまいります。六月からは、白井

晃芸術監督による演出で、イギリスの劇作家、フィリップ・リドリーの「レディエント・

バーミン」を七月初旬までの約一か月間、続いて、八月には期待の若手演出家、生田みゆ

きによる「月を抱く人魚」を上演いたします。 

 また、休館中の主劇場に代わりましてせたがやイーグレットホールにおきまして、七月

には、「せたがや夏いちらくご」、十月には、スウェーデンの現代サーカスカンパニーの

「ヴェッセル―宇宙の旅―」の上演を予定してございます。 

 続きまして、音楽事業部、せたおんでございます。今年度も、作曲家の池辺晋一郎音楽

監督の下、室内楽シリーズでございますとか、日本の伝統音楽を紹介する「和・花・調」

でございますとか、スペシャルプロデューサーの宮川彬良氏によるせたがや音楽研究所な

ど、また、金曜日の夜に大人がリラックスして楽しめるミュージック・ラウンジなど、多

彩なプログラムを用意しております。 

 また、大きな柱の一つでもございますせたがやジュニアオーケストラでございますが、

十月のオータムコンサート、三月の定期演奏会を目指しまして、今年度、先日、スタート

を切ったところでございます。今年八月には、区が文化交流に関する覚書を締結している

台湾高雄市におきまして、ＫＳＯ高雄市青少年交響楽団との合同演奏会を予定してござい

ます。 

 最後に、国際事業部でございます。せたがや国際交流センターでございますが、実は令

和九年度中に現在の太子堂まちづくりセンターの位置へ移転することが決まってございま

す。面積も広くなる予定でございまして、今年度は、例年の事業に加えて区内活動団体と

の連携でございますとか、新たな大使館との交流など、事業の拡充に力点を置いてまいり

ます。昨年度から、多文化や多様性の理解をテーマに活動する子育て関連の団体と共にせ

たがや・せかいファミリーＤＡＹというのを初めて開催しましたが、今年度も二回開催の

予定でございます。また、今年度初めてカナダ大使館との交流事業が実現し、世田谷の子

どもたちが訪問する予定でございます。 

 私からは以上でございます。 

○工藤美術館副館長 それでは、お手元資料の右肩のページで御案内しますと三六ページ

から四〇ページが美術館の事業計画となっております。 

 それでは、美術館の主な事業概要について、時系列でかいつまんで御説明をさせていた

だきます。 
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 まず初めに、三七ページの中段なんですけれども、そちらを御覧ください。世田谷美術

館では、本年二月二十一日から四月十二日にかけまして、「世田美のあしあと」と題しま

して、一九八六年の開館以降、四十周年記念となりますコレクションの特別展を開催いた

しました。世田谷ゆかりの作家やアンリ・ルソーなど、独学で創作に励んだ方々の作品を

含みます国内外の近現代美術を中心とする収蔵作品を広く公開するとともに、著名人や有

識者の皆様方をお招きして各種の講演ですとか座談会、さらには国際的に活躍されている

小川典子さんによるピアノリサイタルなども開催いたしました。また、期間中の毎週土曜

日には、申込みなく誰もが参加できる百円ワークショップを開催するなど、世田谷美術館

ならではの充実した周年記念事業となったものと考えております。なお、期間中は、一万

四千五百六十人の皆様方に御来場いただきまして、大変盛況であったと受け止めておりま

す。 

 続きまして、二〇二六年度、当面の企画展の御案内となりますけれども、ページは戻り

まして三六ページからとなります。四月二十五日から六月二十八日の五十六日間にわたり

まして、「田中信太郎―意味から遠く離れて」展を開催します。 

 また、七月十一日から九月六日、こちらは五十日間ですけれども、「ふたりのアフリ

カ、手仕事の宇宙」と題しまして、人類学者でいらっしゃった川田順造さんと陶芸作家の

小川待子さんが収集した西アフリカの手仕事、籠ですとか布、楽器、仮面などの展示を行

います。 

 また、九月十九日から十一月十五日の五十日間にかけましては、「暮らしと自然に息づ

く北欧デザイン」としまして、先ほど冒頭でも御案内させていただきましたように、ス

ウェーデンのテキスタイルの展示を行います。 

 また、十一月二十八日から一月三十一日、こちらは五十五日間ですけれども、世田谷ゆ

かりの銅版画家の駒井哲郎氏の展示会を開きます。 

 続きまして、三七ページのほうを御覧いただきたいです。二月十三日から三月三十一日

の四十日間ですけれども、「生命の惑星 セタビの森のわたしたち」を開催いたしまし

て、人間をテーマとした展覧会を開催する予定としております。 

 このほかにも、三つの分館がございますので、それぞれ第一期と第二期に分けまして、

分館ならではの特色ある展示会の開催を予定しております。 

 また、普及事業では、引き続き、区内の小学校四年生が学校ごとに来館するものと、中

学生については全学年を対象としまして生徒個人での来館、見学をする美術鑑賞教室をは
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じめとしまして、様々な講座やワークショップの実施、一般成人を対象とした美術総合プ

ログラムであります美術大学と普及事業の充実を図りまして、実施してまいります。 

 地域交流の観点からは、ボランティアとして事業への参画ですとか、友の会の活動を通

じて美術館の一翼を担っていただくなど、地域の皆様との連携の下で、これまでの四十年

間の重みをしっかりと受け止めながら、時代に適した美術館事業運営を行ってまいりた

い、そのように考えております。 

 美術館からは以上でございます。 

○片桐文学館副館長 それでは、文学館より報告させていただきます。 

 昨年度は、当館の開館三十周年という大きな節目でございました。前期では、記念事業

の集大成として開催した「士郎正宗の世界展」、後期では、「ドナルド・キーン展」を、

また、「セタブン三十祭」と称しまして、シンポジウムやコンサート、書店組合と連携し

た書店振興に向けたトークショー、子ども向け映画上映会など、多彩なイベントを集中的

に展開することで、多くの区民の皆様に足を運んでいただきました。 

 令和八年度は、三十年間の歩みを踏まえつつ、さらなる飛躍を目指してまいります。 

 まず、今月十八日より、シーズン展示として、知の巨人と称された「松岡正剛 千夜千

冊の贈りもの」展を開催しており、多様な本の読み方など、新たな読書体験を提案いたし

ております。 

 六月三十日からは、企画展といたしまして、アンパンマンの生みの親である「やなせた

かし展 人生はよろこばせごっこ」を開催いたします。本展は、当館が企画協力した展示

会として昨年から全国巡回を行っているもので、やなせ氏の信念である人を喜ばせること

をテーマに、次世代を担う子どもたちを含め、私たちに勇気と感動を与え続ける作品の魅

力に迫る構成で、多くの来場者を見込んでいるところです。 

 また、十月三日からは、漫画家、画家であり、文筆家でもあるヤマザキマリ氏、三月六

日からは、映画監督である岩井俊二氏の企画展をそれぞれ開催する予定です。 

 収蔵品を中心としたコレクション展では、没後三十年を迎える「宇野千代展」を既に先

週末より開催しておりますが、年度を通じ、前期と後期に分け、宇野千代の九十八年の生

涯を伝えてまいります。 

 次に、通年事業ですが、展示同様、文学館の中核事業である教育普及事業として、どこ

でも文学館を区内外の公共施設、学校など、約三十か所で出張展示を行い、来館が困難な

方々にも文学に触れる機会を積極的に提供してまいるほか、様々な世代を対象としたワー
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クショップ等も計画しております。 

 また、調査研究として、世田谷ゆかりの作家、作品の調査研究の成果を公表する取組を

一層充実させていくほか、昨年度、散文の募集を行う形で復活させました新世田谷文学賞

では、今年度は俳句、短歌を対象に区民から公募する予定でおります。 

 当館は、これからも地域に根差した開かれた文学館として良質な展示や様々な市民参加

型事業を進化させるとともに、世田谷の豊かな文化価値を創造、発信し続けてまいりま

す。 

 私からは以上です。 

○平塚けいじ委員長 それでは、これまでの報告、説明に対し御質疑がありましたら、ど

うぞ。 

○河野俊弘委員 今日はありがとうございます。 

 令和八年度の経常収益というのが、前年比と比べて一億五千六百万円減という結構厳し

いスタートで、加えて、主劇場のパブリックシアターの休館だったりとか、生活工房ギャ

ラリーの移転工事とかということで、主要な施設の制約を受ける年でもあるのかなという

ふうにも思うんですけれども、こういった状況の中で、区民の方が文化とか芸術に触れる

機会というのを、主劇場が使えない期間の代替えプログラムというか、そういったもの

は、具体的にどのように考えていらっしゃるんでしょうか。 

○馬場文化生活情報センター副館長 今年度、パブリックシアターは主劇場とトラム、小

劇場の二つございまして、それぞれ客席数が七百と二百ぐらいという、その七百の劇場が

閉まるということでございますが、例年、主劇場とトラムとを合わせて主催公演というの

が昨年で言うと十一本ございました。今年度は、トラムのみで八本主催公演をするという

ことでございます。劇場の使い方、使われ方としましては、主催公演を上演する、あと提

携のカンパニーさんに使っていただく、あるいは貸し館でお使いいただくという大きく三

通りありますけれども、今年度は、我々の劇場、文生センターとして主催するものを合計

で八本ということで、かなり集中させています。 

 それから、劇場の収益としてはそういうところですけれども、あとは、事業体としまし

てと言いましょうか、私どもは劇場部というところでやっておりますけれども、そこでい

きますと、先ほど申し上げたとおり、イーグレットホールで公演をしたりとか、あるいは

私どもの主催公演を地方のツアーで見ていただくための手配、そういったところで回して

いくというようなところでございます。 
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○河野俊弘委員 今、おっしゃっていた地方での展示というか、上演というか、そういっ

たものというのは具体的にどのくらいあるものなんですか。 

○馬場文化生活情報センター副館長 今年度でございますと、申し訳ございません、通し

のページ数がちょっと不慣れでございまして、事業計画の冊子としては一九ページでござ

います。文生センターのパブリックシアターというところでございますけれども、国内演

劇創作事業ということで、最初に瀬戸山美咲の「コーカサスの白墨の輪」、こちらは昨年

度、三月の下旬で主劇場での公演を終えたところでございます。その後、記載のとおり、

兵庫、岡山、佐賀、愛知ということで、まさに本日、四月二十四日も佐賀の鳥栖で公演し

ているというようなところでございます。その下の「レディエント・バーミン」につきま

しても、記載のとおり、兵庫、宮崎、新潟、愛知の公演を予定している、そういったよう

なところでございます。 

○河野俊弘委員 引き続き、すみません。生活工房の市民活動支援コーナーというのが令

和七年度末で廃止されて、新たにメディアラボ、仮称だと思うんですけれども、長年使っ

てきた場所というのが、区民にとっては結構変化は、大きな影響もあるかなというふうに

も思うんですけれども、これまでの利用団体がスムーズに移行できるような引継ぎみたい

なところというのは何か具体的にあるんでしょうか。 

○山本事務局統括部長 私は、昨年度まで生活工房の室長をしておりましたので、その立

場からちょっとお話をさせていただきます。 

 区役所のほうに区民利用・交流拠点施設というものが、たしか今年の十一月からオープ

ンされるということになっておりまして、そちらのほうでどんな事業展開をするかという

ことで、今、そういった具体的な事業をどうしていこうかという部会が立ち上がというふ

うに聞いております。その部会のほうに生活工房の担当のほうが参加させていただきまし

て、こちらの区民利用のところでどんな展開をして、じゃ、そこをどうつなげて生活工房

の事業に生かしていけるかということを、これからちょっと検討を進めていく形になって

おります。 

 ですので、交流とか活動の場所に関しては区役所本庁舎のほうに移るので、今まで利用

されていた団体の方たちはそちらのほうに移っていただくんですが、例えば何か発表する

だとか、そういったものがあるかないかとか、そういったところをちょっとこれから検討

させていただいて、生活工房の事業に反映させていきたいなと思っております。せっかく

ギャラリーのほうも移転して、規模も拡大して、機能も拡充しますので、どんな使い方が
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できるかとかも含めて、これから考えていきたいと思っております。 

 私からは以上です。 

○桃野芳文委員 近年、外国人に関連する問題というか、日本に来る人とか日本に住む人

がどんどん増えてきて、ちょっとフリクションというか、様々不信感を持って社会課題に

なっていくみたいなところという文脈は、ここ数年、ずっと続いてきていると思うんで

す。そんな中で、国際交流とか異文化理解の促進という事業を担っていただいているとい

うことは、そこは非常に大事なことだと思うんです。 

 これまでも、こういう機会でクロッシングせたがやについては、様々、委員から意見が

出ていて、単純にああいうところで、ハードの面であそこで大丈夫ですかとか、やってい

る事業について、もう少し何かいろいろ工夫できるんじゃないですかとか、そういう観点

での質疑はあったと思うんです。以降というか、クロッシングせたがやのこれまでの経緯

も踏まえてですけれども、例えば一時滞在、観光客みたいな人も、こういうプロモーショ

ンをやって来るようになりましたよとか、この間の時代の変化に合わせてクロッシングせ

たがやで取り組んできて、こういうところがうまくいっていますとか、こういうところが

課題ですとか、そういうところがあれば教えていただきたいなと思うんですけれども。 

○馬場文化生活情報センター副館長 ありがとうございます。クロッシングが二〇二〇年

に東京二〇二〇大会を目指して開けたところ、コロナですごく閉まっていたという過去が

ございますけれども、その後、あそこの場所で、最初はまずはプレゼンスを高めなきゃい

けないということで、存在感がないよねということをまず最初に御指摘をいただきまし

た。 

 私どもはいろんなイベントをやっておりまして、例えば非常にベタではありますけれど

も、チームウエアを作って、クロッシングという名前を多くの方の目に留めていただく、

あるいはバナースタンドみたいなツールを使って、あとはＳＮＳでの発信みたいなことに

努めてまいりました。現在、スタッフも本当に少数で回しておりまして、今後の移転に伴

いまして、少し人員を補強していかなきゃねという思いはございます。 

 これまで、取組としまして、多文化理解講座でありますとか外国人のための日本語教室

みたいなものをやっておりましたけれども、ミクロ的なところでいきますと、例えば外国

人の親御様からの御相談をいただきました。自分はこちらに今住んでいるんだが、子ども

をサッカーの教室に通わせたいんだという御相談がありましたところ、クロッシングで全

ては解決できませんので、よりよいつなぎ先ということでスポーツ振興財団さんに御相談
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を申し上げましたら、そういう対応をしているクラブさんとつながって、そこに通うよう

になったというような実績がございます。 

 日々、いろんな御相談を承っておりまして、全部、記録はしてございますけれども、課

題としましては、やっぱりそういったところの対応力の強化でありますとか、あとはどな

たでもふらっと立ち寄れる、今度はハード的にはサロン的なものも準備できますので、い

ろんな方に、御近所の方のお力もいただきまして、いろいろ拡充してまいりたいなと考え

ております。 

○桃野芳文委員 今、スポーツの所管との連携みたいなお話もありましたけれども、所管

をまたいで―所管というのは役所ですよね。役所の様々な所管との連携は大事だと思う

んです。我々も議員なので、小学校とか、中学校とかを卒業式、入学式、その他イベント

で訪問したりすると、クラスに一人、二人、外国の子どもがいるというのが、私の地元の

学校だと当たり前の風景になってきたし、地域によってはもっとたくさんいるよというと

ころもあると思うんです。やっぱり話を聞いていると、そういう子どもは日本語が堪能

じゃない子どもたちもたくさんいたりして、日常の暮らしの中で困り事とかをいっぱい抱

えているみたいなんです。 

 もちろん、それは教育委員会が一番に対応することだと思うんですけれども、それ以外

にも、暮らしの中で、例えば、そういうスポーツチームとかとの交流があれば、よりス

ムーズに生活に入っていけるとか、もしくは、先ほどおっしゃいましたけれども、何か居

場所みたいなのがあって、自分の母語で話せて、ちょっとリラックスできるような場所が

あったりとか、そういうことも十分考えられると思うんです。なので、ぜひ様々な所管と

連携してやっていただきたいなと思います。 

 あと、冒頭おっしゃいましたけれども、やっぱり一般の区民の方にも、なかなかクロッ

シングせたがやって何と、多分、知らないということも多いと思いますし、ましてや外国

の方がどれほどこれを知っているのかなという思いもあるので、情報がうまく広がってい

くような、みんなに届く、ここでこういうことをやっていますよというのがぜひ届くよう

な工夫も引き続きやっていただきたいなと思います。要望です。 

○原田竜馬委員 内容の質問の前に一つ、これはどなたに伺えばいいのか分からないんで

すけれども、本日、ありがとうございます。提供いただいている資料が、なぜだか文化財

団さんだけ画像データになっているんです。ほかの団体さんの資料は、多分、ファイルに

なっていると思うんですけれども、画像データになっていると、文字の読み込みとかとい
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うのができないんです。何で文化財団さんだけ画像データになっているのかということは

どうしてなのか、もしくは資料の提供方法にルールがあるのかないのかというところを、

内容に入る前に確認はさせていただきたいんですが。 

○大谷文化・国際課長 まず、本来であればテキストが読めるようにするべきだとは思っ

ていまして、ちょっとその連絡調整が私どもと文化財団、また議会事務局ともうまくいっ

ていなかったのかなと思います。確かに画像だと見づらいですので、テキストとして読め

るようなＰＤＦにできるように、また調整してまいります。 

○原田竜馬委員 すみません、ありがとうございます。 

 内容について一つだけちょっと教えていただきたいんですけれども、パブリックシア

ターの友の会が新規の申込み―友の会の仕組みが変わるというふうなことを伺ったんで

すけれども、今、友の会は何名ぐらいが登録をされていらっしゃるのか、また、どういう

ふうに仕組みが変わるのかというのを少し教えていただきたいんですけれども。 

○志賀事務局長 友の会は、もともとは発足時には三館ともございました。基本的には任

意団体でございまして、自主運営でそれぞれやっているところでございました。 

 最初に、令和五年だったか、六年ぐらいに、文学館の友の会のほうがちょっと運営が、

自主運営でございますので、発展的に解消して、オンライン会員という形で、セタブンパ

スというものに移行してございます。 

 世田谷パブリックシアターでございますが、これは、公演ごとに非常に会員数が上下い

たしまして、平均すると大体今まで三千人程度です。この方々の主な目的は、要するに先

行販売がほぼ、九九％、それが目的で入ってございますが、やはり運営そのものが自主運

営ということでもございますので、また、会費の管理その他もろもろもありまして、であ

れば、友の会というよりは、ほかの劇場はほとんどそうですけれども、オンライン会員制

度というのがあります。今、そこでもってチケットをお買い求めになる方が大半だとは思

うんですけれども、そういった友の会をオンラインチケット会員のほうに移行するような

形ということで、ちょうど今、移行期間ということで、パブリックシアターのホームペー

ジにもお知らせが行っているかと思います。今まで友の会に入っていただいた方も、オン

ライン会員で登録していただければ同じようなサービスはそのまま受けられますので、そ

の旨の案内も併せてさせていただいているところです。 

○原田竜馬委員 ありがとうございます。自主運営だったというところで、どれだけ主体

的に、友の会は一旦お休みというか、移行することになりますけれども、なかなか友の会
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が増えないんだよというようなお話を一時期いただいたことがありまして、自主運営です

ので、どれだけバックアップできるかというのは一つ課題だったのかなというふうには

思ってはいたんです。オンライン会員制度というものに移行されるというところで、今、

友の会に入られている方、三千人を皆、移行されて、オンライン会員制度の総数としては

何名ぐらいになるのか、この事業計画書に書いているのかというのをちょっと教えていた

だきたいんですけれども。 

○志賀事務局長 今、ちょうど移行期間でございますので、友の会の会員の皆様方にはた

しか御案内しているかと思います。一年ずつの更新になりますので、オンライン会員その

ものは、今、募集はどうだったかな、完全に切り替わるのが令和九年の四月というふうに

聞いてございますので、その間は移行期間。今、現に友の会は一回入ると一年間有効なの

で、例えば三月三十一日に入っていただければ、来年の三月三十一日までは友の会として

の特典を受けることができる。それが完全に切り替わるのが令和九年の四月一日というこ

とでございますので、その旨の御案内はしているというふうに聞いてございます。 

○原田竜馬委員 ありがとうございます。オンライン会員だとか、やっぱりチケットを早

く申し込みたいというふうに思ってくれるようなファンを増やしていくことが、先ほど減

収という話もありましたけれども、収益構造にも大きく影響をしてくるのかなというふう

に思いますので、ぜひオンライン会員制度の会員さんが増えるように様々工夫をいただき

たいなというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○桃野芳文委員 今のちょっと関連なんですけれども、それは友の会はなくなるというこ

となんですか。 

○志賀事務局長 友の会という名称はなくなります。ただ、これまで、友の会の幹事の皆

様方、あと特別会員というのがございますが、ちょっと会費がお高めではある、企業の方

が入っていたりはするんですが、そういったところの仕組みにつきましては、劇場を応援

していただける人々でございますので、残していくというふうにも聞いてございます。友

の会という名称そのものはなくなりますけれども、仕組みとしてはそれほど大きく変わる

ことはないものというふうに考えております。 

○桃野芳文委員 これまで様々な特典があって、もちろん先行販売というのが一番の人気

のメニューですよみたいな話がありましたけれども、多分、その他にも特典は幾つかあっ

たと思うんですけれども、そこは変わらないというか、入っていた方からすると、ちょっ
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とサービスレベルが下がったねみたいな、そういう部分というのは起きないんですか。 

○志賀事務局長 例えば二十六階のレストランのコーヒーチケット券とか、そういうのを

お配りしていたりはしました。ですが、ほぼ使われていないという御意見等もございます

し、今までの友の会の方々は、やっぱり先行販売でいい席を押さえたいというのがほとん

どで、例えば人気の公演になると、そのときだけ一気に会員数が倍になったりとか、公演

の人気のバロメーターに非常に近いようなところはございます。 

 そういったところは御利用がなければそぎ落としていきつつも、これまで友の会として

提供してきたサービスのコアな部分はそのまま残して、引き継いでいくという形でもって

運営はしていくというふうにも聞いてございますので、特に大きな変化はないものという

ふうに考えてございます。 

○桃野芳文委員 あともう一個心配なのは、どうしても御年配の方を中心に、オンライン

は自分はもうできないというか、全部、電話とか、ファクスとか、現地に行ってとか、そ

ういうことでやってきたんだみたいな人も多くはないかもしれないけれども、中にはい

らっしゃると思うんです。そういう人をばさっと切り捨てちゃうというのも差し障りがあ

るなと思うんですけれども、その辺は何かケアはあるんでしょうか。 

○志賀事務局長 チケットセンターがございますので、今でも電話もたくさんかかってき

てございますし、また、キャロットタワーの五階になっちゃって、入り口にあれば本当は

いいんですが、そこで直接お買い求めもできます。そういった面のケアにつきましても、

全部、今、公演によってはオンラインだけみたいなものもやっているというのは聞くこと

はあるんですが、少なくとも、我々、友の会主催公演がメインになりますので、主催公演

に関しましては、そういったところの配慮は引き続きやっていくように取り組んでまいり

たいと思います。 

○桃野芳文委員 やっぱり公の機能を担っているわけですから、できない人はもう諦めて

くださいみたいな運営はちょっと似つかわしくないと思うので、自主運営ですけれども、

そこはしっかり配慮してやっていただけるように、ぜひ皆さんのほうからも働きかけてい

ただきたいと思います。 

○河村みどり委員 本日はお時間いただきまして、ありがとうございます。 

 私のほうからは、世田谷アーティストバンク、新事業になると思いますが、会派として

本当に長年、声を上げてきて、やっと今年から町なかでスタートさせていただけるといっ

たところまでこぎ着けたので、実際、これからまた行っていきながら、拡充、拡大してい
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ただけるのかなというふうには考えてはいるのですけれども、登録に関しては、もう昨

年、終わっているという認識であります。 

 私たちのタブレットで見ると三二ページに計画人数とか、実施日とかが書いてあるとこ

ろがあるのですけれども、計画人数というのが未定になっていて、これに関しては登録の

人数なのか、開催に関わった団体だとか、その方の人数なのかだとか、そこら辺も伺いた

いです。あと、前回、応募された、まだ実際は町なかではこれからだとは思うんですけれ

ども、まず、バンクに登録したというところの中での課題だったりだとか、もっとこんな

ふうにしたらいいんじゃないかだとか、何かそういった見えたものだとかを教えていただ

ければと思います。 

○馬場文化生活情報センター副館長 世田谷アーティストバンク事業でございますけれど

も、これは世田谷区から私どもの財団が受託をしている事業ということでございます。ま

ず、昨年度に音楽部門からスタートしておりますけれども、登録するための募集をしたと

ころ、百組を超える方から手が挙がり、いわゆる一次審査ということで動画による審査を

経て、大体、半分ぐらいの方に二次審査に進んでいただいて、今、三十一のグループが登

録しているというところでございます。これにつきまして、アーティストバンク専用の

ホームページというのも立ち上げてございまして、区のホームページ、あるいは財団の

ホームページからも、そちらのほうにリンクで行くことができまして、どういう方が登録

されているかというのを見ていただくことができます。 

 実際に四月に入りまして幾つか公演の実績がございまして、例えば四月の最初の土曜日

でしたか、烏山区民センター前広場で、ちょっと天気も悪い日だったんですけれども、お

一人出ていただいたりとか、あと、イーグレットホールのラウンジでも先日あったりとか

がございます。役割分担としまして、区のほうには活動の場所を確保していただくという

ところ、私どものほうはいろんなセッティング、グループへのアドバイスでありますと

か、そういったところをやっておるんですけれども、まだまだ活動場所として、なかなか

いろんな場所の制約が厳しいとかというのがございまして、広がっていくのはこれからか

なとは思っております。 

 ですので、割とほかの音楽の公演、あるいは劇演劇の公演みたいに事前に周知するとい

うのが十分に時間が取れればいいんですけれども、割と直前で場所が決まって、ここを取

れるから行けそうだみたいなところですので、なかなか周知までの時間が短いというの

で、そうなるとお客様がなかなかいらっしゃることができないというジレンマがございま
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す。ですので、いわゆる定期的に第何何曜日の何時からというような固定ですと少しお客

様に来ていただくチャンスも増えるかなというふうに思っておりまして、その辺の周知

と、あとは場所の広がりを区のほうにもちょっと頑張っていただきたいなと思っておりま

す。 

○河村みどり委員 ありがとうございます。先ほどおっしゃっていただいたみたいに、固

定で、そこに行けばいつも音楽が聞けるとか、アーティストの何か行っているものを見ら

れるというふうに本当になっていけることをまた期待させていただきたいと思います。今

後ともよろしくお願いいたします。 

○平塚けいじ委員長 ほかに質疑がなければ、以上で公益財団法人せたがや文化財団につ

いての報告を終わります。 

 参考人の皆様に委員会を代表し御礼を申し上げたいと思います。本日は皆さんに御出席

をいただき、詳細にわたりお話を伺うことができました。誠にありがとうございました。  

 ここで説明員、参考人の入替えを行います。 

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○平塚けいじ委員長 次に、 (2
)

株式会社世田谷川場ふるさと公社における令和八年度事

業についての報告に入ります。 

 本日は本件に関し、参考人として、宮林代表取締役社長、島田代表取締役専務、高井取

締役管理部長、岩渕営業課長、村山管理課長に御出席をいただいております。本日はお忙

しい中、本委員会のために御出席をいただきまして誠にありがとうございます。委員会を

代表して心より感謝を申し上げます。 

 それではまず、区理事者より、令和八年度の事業計画等の報告をお願いいたします。  

○森田区民健康村・ふるさと・交流推進課長 それでは、株式会社世田谷川場ふるさと公

社における令和八年度事業につきまして御説明いたします。 

 本資料につきましては、ふるさと公社によります令和八年度（第四十一期）事業計画収

支計画を概要としてまとめたものでございます。 

 １の事業計画でございます。 (1
)

の施設運営維持管理事業につきましては、平成十八年

度から、指定管理者制度の導入により、ふるさと公社は指定管理者として予約受付、フロ

ント業務、施設設備保守管理業務などを行い、サービスの向上を図りながら区民が快適に

利用できる施設運営に努めているところでございます。 

 (2
)

の川場村運動公園施設運営維持管理事業及び (
3
)

の川場村森の学校施設運営維持管理
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事業、 (
4
)

のかたるべの家施設運営維持管理事業は、川場村の指定管理業務でございま

す。 

 (5
)

の移動教室運営事業でございますが、区立小学校五年生を対象とした二泊三日の移

動教室に関しまして、登山道の整備や環境プログラムの実施、移動教室の給食の提供業務

を行っております。 

 (6
)

の一般賄提供事業です。こちらはふじやま、なかの両ビレジの食事の提供と、道の

駅、川場田園プラザにございますレストランの営業でございます。両ビレジの食事につき

ましては、宿泊者アンケートの評価、要望に基づいたメニュー開発や、川場産の食材を

使った料理など、宿泊者の要望に応えながら運営しております。また、道の駅、川場田園

プラザにございますレストラン武尊とピッツェリアラコルトでは、御利用者より大変御好

評をいただいていると聞いております。 

 (7
)

の川場村学校給食調理事業は、川場村からの受託事業でございます。 

 (8
)

の売店経営事業は、両ビレジ施設内にございます売店業務とふじやまビレジにござ

いますせせらぎの湯の外来入浴業務でございます。 

 (9
)

の交流事業では、川場村をフィールドとして、里山塾やこども里山自然学校、農業

塾などの運営により、区民と村民が交流しながら里山を保全、育成する体験事業を行い、

第二のふるさとづくりを進めております。 

 (1
0) の再生可能エネルギー供給事業では、ふじやまビレジに設置した木質バイオマスボ

イラーを運用して、重油の使用量削減、ＣＯ２の排出削減に努めております。移動教室等

での環境学習にも活用しております。 

 次に、ページをお進みいただき、二ページを御覧ください。２収支計画でございます。

収入の部につきましては、主なものを説明いたします。 

 まず、一番目の施設運営維持管理事業は三億九千四百八十二万八千円を見込んでおりま

す。 

 次に、収入の部の上から六行目にございます利用料収入でございますが、四千八百八十

一万円を見込んでおります。 

 次に、一般賄事業とレストラン運営事業でございます。一般賄事業が七千二百六万円、

レストラン運営事業が一億九千八百二十三万五千円を見込んでおります。それらを含めま

した収入合計の小計（Ａ）は、八億五千百二十八万五千円を計上しております。 

 支出の部につきましては、売上原価、販売費及び一般管理費の合計の小計（Ｂ）は八億
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四千三百十万七千円を計上し、当期収支差額は八百十七万八千円を見込んでおります。  

 私からの説明は以上でございます。 

○平塚けいじ委員長 次に、経営方針等について御説明をお願いいたします。 

○宮林代表取締役社長 宮林でございます。日頃、御指導、御協力を賜りまして大変あり

がとうございます。 

 公社といたしまして、コロナ禍にはかなりダメージもあったんですけれども、おかげさ

まで移動教室が二泊三日に戻ったというようなことがあったり、区民の皆さんの利用が高

まったということがございまして、大変順調に推移しているところでございます。ただ、

このところ、やっぱり物価高及び人員不足といいますか、そういう中で少し苦しんでおり

ますけれども、ただ、社員の皆さんの大きな努力によって潤沢なサービスに努めていると

いうところで、おおむね潤沢に推移しているというふうに自負しております。 

 特に三つの交流事業についてお話ししますと、特に小学校五年生の移動教室につきまし

ては、大変、川場村の自然の中、あるいは里山という文化の中に触れるという機会が今の

子どもたちは少ないものですから、そこにおける新しい体験が五感を動かしたり、あるい

は目の保養といいますか、今、目も大分近くに視野がなっていまして、大体、人間は七

メートルぐらいの差があったほうがいいらしいんですけれども、スマホもそうですけれど

も、テレビから何やらみんな近いものですから、目がだんだん悪くなってきているんです

けれども、やっぱり川場に行って星を見たり、遠くの景色を見たりすることによって、リ

ハビリになるわけです。そういうことが多々ございまして、やっぱり声の大きさ、これも

なかなか、大きい声を出すと静かにしなさいと言われるんだけれども、ああいう自然の中

では、むしろ大きな声を出すことが大事なことになってきますので、そういう意味では、

大変いい体験になっているんだろうというふうに思っております。 

 その後、小学校四年生から中学生、あるいは高校生にかけてこども里山自然学校、ある

いは川場まるごと滞在記を私たちは組んでおりますけれども、実は五年生で参加した子ど

もがさらに川場のファンになって、それに参加しているということがございます。さらに

面白いのは、そこで農業を学んで、今年、農業塾という塾をやっているんですけれども、

そこに二十歳ぐらいの女の子が来ておりまして、顔をよく見たことがあるなと思ったら、

小学校からずっと参加している子なんです。農業に興味を持ったと、どうしても農業をや

りたいということで、農大にどうして来なかったのか、よく分からないんですけれども、

それは別としまして、今、四年生なんです。将来どうするんだと聞いたら、何とアフリカ
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のジンバブエに農業協力に行くんだと、そういうことを目的としまして、もう一回、川場

で農業を学びたいということで、この四月から一年間、農業を学ぶために入ってきたとい

う構造もあります。 

 それから、交流事業につきましては、今までは一方的にといいますか、区民の皆さんに

体験をしていただくという方向性でいろんなことをやってきました。これが功を奏してい

るんですけれども、実はこのところ、体験の方も少し変わってまいりまして、区民の皆さ

んが川場の皆さんの仕事を手伝う、要するに、川場村にはいろいろな普請があります。例

えば道普請だとか、草刈りだとか、みんな共同でやる仕事があるんですけれども、こうい

うものに世田谷区の区民の皆さんが交流事業によって参加してまいります。参加していく

ことによって、いろいろなコミュニケーションが交わされまして、本当の親戚付き合いの

ような方向性に転換していると。農業塾をやっている皆さんの中からは、今年はレンタル

農園を借りて自分で栽培したいというようなことまで出てまいりました。非常に、四十年

の中で深い交流が出来上がってきているなというふうに思っております。 

 それから、安全の面につきましても、熊の問題とか、いろいろ来ておりますけれども、

これは万全を期して皆さんに安心安全、そして快適な、エンジョイができていただけます

よう、公社としては大事にしております。 

 特に食の問題につきましては、旬の食を食べていただくと、味わっていただくというこ

とが主になっておりまして、この間も山菜の天ぷらやら、新タマネギの料理やらというこ

とで、非常に順応されて帰られたというふうに聞いております。 

 ということで、公社としましては、皆さんの協力を得ながらここまでずっとやってまい

りました。さらに、鋭意、精進いたしまして、皆さんの期待に強力に応えるために努力を

いたしたいというふうに存じますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それからもう一つ付け加えますと、四十年としますと、施設が大分いかれてきておりま

して、今まで苦労して直しながら使っておりましたけれども、なかのビレジにつきまして

は、この八月から一年かけて大改修、リニューアルをしていただくということになりまし

た。大変御礼を申し上げます。ありがとうございます。ということで、我々としまして

は、鋭意、頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○平塚けいじ委員長 それでは、これまでの報告、説明に対し御質疑がありましたら、ど

うぞ。 

○つるみけんご委員 本日はお越しいただきまして、ありがとうございます。 
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 今、代表取締役社長、宮林さんからお話があった人的な不足というのも一つ課題となっ

ているということがあって、でも一方で、いろんな作業を手伝いに区民の方が来て一緒に

やると。いろいろな工夫の中で人的不足を補って努力してくださっているんだなと思うん

ですけれども、その人的な不足について、将来的な見通しとか、どうやって人材を確保し

ていくかというところについての展望みたいなものがあれば、ぜひ教えてください。  

○高井取締役管理部長 では、管理部長の高井のほうでお答えさせていただきます。 

 人材に関しましては、先ほど話があったように、やはり遠隔地ということもありまし

て、多少の人手不足が一番の問題となっております。また、パート社員もおりますが、

パート社員も高齢化が進んでおりまして、この辺の社員の求人に関しましては、社員の

ネットワークを通じて、地元、または近隣のほうから採用しております。また、新たに弊

社のホームページのほうにも求人サイトをつくりながら求人という形で、今、検討してい

るところとなります。 

 簡単ですが、以上となります。 

○つるみけんご委員 やはり今、人手不足というのはどの業界も同じだと思うんですけれ

ども、人があって初めて事業ができると思うので、ホームページの求人を新たにやられる

ということもありますし、パートの高齢化というのも、非常にこの先を考えたときには不

安材料になってしまうので、先ほどお話にあったような区民にとっては皆さんがやってい

る作業を体験するということも付加価値に今なりつつある時代なので、ぜひそこら辺もう

まく区民の手も借りながらというか、区民も協力しながら川場村を盛り上げていけるよう

な形を展望していただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。 

○和田ひでとし委員 なかのビレジが今年度改修に入って、約一年間かかるということ

で、先ほど社長のほうからも、大分、建物にがたがきているということで、当然、年数が

たっているわけですから、これはしようがないことなんですけれども、今後、なかのビレ

ジに引き続いて、ふじやまビレジなどもそういったことを想定していかなければならない

かなと思うんですけれども、こうなりますと、当然、移動教室というのを続けていくため

には、相当、計画をしっかりと立てた上で、そういった改修などもしていかなきゃいけな

いと思うんですが、その辺、どのように考えていらっしゃいますか。 

○森田区民健康村・ふるさと・交流推進課長 今回のなかのビレジの休館に伴いまして、

移動教室の期間を例年、五月上旬から十一月上旬までとしているところを、十二月上旬ま

で期間を延ばして実施することとしまして、なかのビレジが休館中もふじやまビレジのみ
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で受け入れながら、区立小学校全校の受入れ体制を取ったところでございます。さらに、

ふるさと公社とも協議をしながら、ふじやまビレジで一度に収容できる人数であるとか、

そういったところも工夫をいただきながら、今回、受入れ体制を取ったところでございま

す。 

 今後、ふじやまビレジにつきましては、令和十一年度以降、予定しておりますが、そう

いうときでも教育委員会とふるさと公社と連携をしながら、移動教室もしっかりと実施し

ていけるように対応してまいります。 

○和田ひでとし委員 改修に伴って、例えば、今後、収容人数を増やすだとか、その辺と

いうのは特に考えていらっしゃいませんか。 

○森田区民健康村・ふるさと・交流推進課長 収容人数を増やすということは、お部屋を

広くするというようなことは今のところ想定しておらず、運用面で改善して対応してまい

りたいと考えております。 

○和田ひでとし委員 今、ふじやまビレジは、令和十一年度以降、改修を計画していると

いうふうに伺ったんですが、令和十一年度は多分あっという間に来てしまうんですけれど

も、建物がたしか四十年ぐらいでしたっけ。そうなると、今後五十年、六十年という、区

としても、基本的には公共施設を六十年とかという考え方があるかと思うんですけれど

も、やはりこういう宿泊事業というのは、なかなか一般の公共施設とは違って、お客さん

に使っていただく、そして料金を頂くということですので、改修を続けながら使い続ける

という非常に難しい部分もあるかと思うんです。非常に人気の高い施設であることは間違

いないと思いますし、私も以前より、キャンセルの扱いについて今後考えてもいいなと

か、あるいは一般利用についてももっともっと予約の取りやすいシステムをというような

こともお話しさせていただいたんです。 

 このような中で、やはり今回のなかのビレジの改修期間約一年間を、利用者の一人とし

て言わせていただければ、どうやって乗り切るのかなという非常に心配があるんですけれ

ども、ここのところでシステムを改修云々、あるいはキャンセルの扱いを変えるというこ

とはすぐにはできないかと思うんですけれども、近々で、そういったキャンセルの扱いな

どについて、あるいは区民の皆さん、利用者の利用しやすいシステム改修などについて

は、何か近い将来で今すぐできるようなことも含めて考えていらっしゃいますか。 

○森田区民健康村・ふるさと・交流推進課長 なかのビレジの休館に伴いまして、区民の

皆様が宿泊しにくくなるといったようなことで御迷惑をおかけして、大変申し訳ございま
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せん。現在、議会でも御指摘いただきましたキャンセル料の導入につきましては、区民健

康村条例の改正も必要なことから、少しお時間をいただきながら、検討してまいりたいと

考えております。また、そういった一人でも多くの区民の皆様が御利用できるような工夫

につきましては、現在、公社のほうで様々な工夫を行っているところでございます。 

○岩渕営業課長 営業課長の岩渕です。 

 先ほど委員からお話がありましたとおり、キャンセル等の待ちのほうにつきましては、

弊社のほうとしまして、今まで一週間前ということで実施しておりましたが、今、半月前

から利用者の確認を取りまして、利用確認を取ったところで、無駄なくスムーズに部屋の

稼働を、他の区民の方が利用できるように御案内を進めているところでございます。 

○中里光夫委員  熊の話がありましたけれども、北関東などでも随分出ているという話で

すけれども、実際にどうなのか、影響とか、対策とかについて教えてください。 

○岩渕営業課長 岩渕のほうからお答えさせていただきます。 

 現在、熊、昨今、最近、またニュースに上がっているところで、こちらのほうを随分心

配されている方も多いかと思います。熊対策の一環としまして、まず、施設のほうにおい

ては、夜間九時以降、要はいっときニュースにもあったんですが、熊が自動ドアを勝手に

踏んで入ってしまうということがないように、特に夜間と朝番、手動に切り替えるという

形でさせていただいております。こちらは、当然、区民の利用の方にも御周知しながら協

力をいただいて、そういった状況を進めているというような状況でございます。 

 また、こちらのほうで、特にお客様、学校の子どもたちの活動が近い部分、森に隣接し

ているようなエリアについては、簡易的な獣害ネットのほうを設置させていただいている

と、徐々にまた広げていこうという形で考えているところでございます。 

 また、熊を追い払うトド玉というものがありまして、爆竹を大きくした打ち上げ花火み

たいなものでしょうか。ドーンと大きな音が出るという、熊を音で避けさせるというもの

がありまして、そちらのほうが実はちょっと危険な取扱いということで講習を受けないと

一般の人は使えないということなんですが、うちの職員も七名ほど、先月、受講して、そ

の取扱いができるということですので、そちらが交付され次第、そういう被害が出たり、

熊が出たといったときについては、そういったものを使って対応させていただきたいと考

えているところでございます。 

○中里光夫委員  実際に川場村で目撃されたとか、出てきたというのはあったんでしょう

か。 
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○岩渕営業課長 昨年度も、確かに目撃ですとか、そういったことはございました。 

○桃野芳文委員 改修工事を一年ぐらいかけてやっていくということですよね。スムーズ

に計画どおりしっかり進むといいなと思うんです。これは、役割は多分、主には区のほう

だと思うんですけれども、やっぱりどうしても区役所本庁舎で工事がどんどん遅れていっ

たということがトラウマというか、あんなことが二度とあっちゃいけないなということを

思うわけです。特になかのビレジについては、営業をその間できないということだから、

これが延びると様々問題が起きてくるわけですよね。もう死活問題になってきかねないわ

けです。 

 地元の企業さんに改修工事を担っていただくことになるわけですけれども、遅れている

なとか、差し障りが出ているなみたいなことは、例えば現場に近いところにいらっしゃる

皆さんは、役割として、チェックするみたいなことというのは実際あるんですか、ないん

ですか。 

○高井取締役管理部長 管理部長の高井のほうでお答えさせていただきます。 

 今回の工事につきましては、まだ世田谷区と細かなお話はしていないんですが、以前、

ふじやまビレジのほうでお風呂の改修工事等を行ったときは、月幾日ということで日にち

を決めて、区、または公社と連携を取り、また、遅れている場合は公社のほうから担当の

世田谷区のほうに連絡を取ってやり取りをしたという過去の経歴があります。 

○桃野芳文委員 この本庁舎のときは、現場を区の職員も見て、何かちょっと遅れている

なみたいなことは思っていたんだけれども、やっぱり遅れていたみたいな話が結構あるん

ですよね。なので、現場を見て、何かおかしいなとか、ちょっと遅れぎみなんじゃないか

なみたいなのも、結構、見落とせない大事な情報だと思うので、ぜひともそれは現地にい

らっしゃる現場の方々も、地元の企業さんですから、しっかりコミュニケーションを取っ

て、工事がうまくいくようにやっていただければいいなと思います。これから細かい役割

分担とか打合せということですけれども、ぜひその辺も営業に大きな差し障りが出ないよ

うにやっていただきたいなと思います。これは要望です。 

 あともう一つ、これはちょっと先の話で、まだこれからお考えになられることかもしれ

ませんけれども、施設がリニューアルするというのは、やっぱりビジネス的には大きな

チャンスになってくるわけですよね。きれいになりました、新しくなりました、最新の設

備が入りましたということになると、それを活用したプロモーションというのも考えてい

かれることになろうかと思います。多分、これからそれを考える期間に入ってくるという
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ふうに思うんですけれども、現時点で何かこういうことを考えているというアイデアがあ

ればぜひ教えてください。 

○村山管理課長  管理課長の村山よりお答えさせていただきます。 

 おっしゃるとおり、今回の休館につきましては、私どももこれまでにない長期の休館と

いうことで、これをチャンスと考えておりまして、日頃できないような入念清掃や館内点

検、また美しい景観づくりに取り組んでいければと考えております。 

 あとは、特に弊社の特性であります自然体験活動では、新たなプログラムの開発に向け

て、外部、内部の研修を充実させていければと考えております。その中では、交流の促進

につながるよう、村民指導者を交えた中で、さらなる交流の可能性を村民と一緒に考えて

いければと考えております。そして、リニューアルオープンの際には、さらに区民の方に

御満足いただける施設運営を目指してまいりたいと思います。 

○桃野芳文委員 具体的にはこれからだと思うんですけれども、この改修期間は、多分、

これまでの業務を離れて何か別のことをやるという職員さんもたくさんいらっしゃると思

うので、そういった中で、ぜひ改修後のよりよい営業スタイルというか、営業メニューみ

たいなものもこの間にしっかり練っていただきたいなというふうに思います。要望です。  

○原田竜馬委員 今の桃野副委員長の件にちょっと引き続きの部分もあるんですけれど

も、実はこの間、韓国のとある大学の先生を世田谷にお招きしていろいろ意見交換をして

いたら、韓国の国会で今、川場と世田谷区のこの関係がすごく取り沙汰されていて、韓国

の国会で大臣か何かが川場と世田谷のモデルを参考にみたいな形で、農村、地方の自治体

と首都圏の自治体の在り方みたいなのを韓国の中で考えられているというような話を聞い

て、まさかこの世田谷と川場の関係の在り方が海外の先進的な事例として国会で扱われて

いるんだということを教えてもらって、世田谷区民として、区議会議員としてすごくうれ

しい気持ちでいっぱいになったという出来事がつい先日ありましたので、まず、それをお

伝えさせていただければと思います。 

 そういった中で、今、桃野副委員長からも話がありましたが、改修後、どういった展望

を描かれているのかということに関して付け加えて、やっぱりこれからもっともっと必要

になってくるんじゃないかなと思うのが、どうこう川場で仕事をつくり出していくかとい

うような視点なんじゃないかなというふうに思っています。もしくは川場でもっとお金が

回るような仕組みをつくり出していくのかというのが必要なんじゃないかなと思っていま

す。 
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 この間、様々、体験活動、交流を行ってきましたけれども、この改修後に世田谷から川

場で働くみたいな選択肢が取れるような、例えばワーケーションができるような施設にし

たりだとか、そこでビジネスが生まれるような仕組みを設けるだとか、さっき向こうで農

業に携わる方が出てきていますよというふうなお話もあったかと思うんですけれども、も

う一歩、世田谷区民が川場で仕事ができるだとか、川場で仕事が生まれる仕組みみたいな

ものも構築していけるといいんじゃないかなと。これはふるさと公社さんがやるべきこと

なのかというのもあるかとは思うんですけれども、そういったところについて、何か展望

みたいなものはあったりされますでしょうか。 

○岩渕営業課長 営業課長、岩渕がお答えします。 

 今、委員の方からお話がありましたように、世田谷区の第五期事業ということで、世田

谷区、川場村、そして弊社のほうが組んで、そういう事業計画を実施しているところでご

ざいます。その中で、長期滞在型、要は川場村に長く滞在していただいて、それでいろい

ろ魅力を知っていただくというような事業計画が進んでおります。村のほうも、要は空き

家をどう活用していくか、休耕地、要は使わなくなった田畑をどう活用していくかという

ことで、村のほうも非常に苦渋しているところでございます。 

 まさに、そうした活動の中で、区民の方が滞在型のそういう施設を使っていただいて、

空き家バンクですとかを活用していただいて、村の中で、まずはどういった生活で活動で

きるんだろうかというのを体験していただきながら、まさに村の中に住んでいただく、活

動していただくような形が、今後、先にできていければ、非常に村としても活気が出てく

るのではないかなというふうに考えております。 

○河村みどり委員 本日は、大変にありがとうございます。 

 すみません、ちょっと参考に伺いたいのですけれども、レストランの事業と、またピザ

のほうも私もいただいて、とてもおいしくて、毎年、売上金額を見ますと大きく上がって

きて、売上げがしっかり伸びてきているという実態が見えているのですが、その一方で、

名主の館のほうです。きっと営業時間も違いますし、そもそも売上げの金額の単位が違う

ものですから、比べようがないという部分もあろうかとは思うのですが、全体的には需要

というか人気が高まっている一方で、こちらのほうに関して、コロナ禍を明けたときの最

初のほうから現在に比べるとちょっと落ちているのは何か要因があるのか、プログラムが

何か変わったとか、そういったことがあるのか、教えていただければと思います。 

○岩渕営業課長 岩渕のほうでお答えさせていただきます。 
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 名主の館は、昨年度、川場村役場から、かたるべの家ということで受託させていただい

て運営しているんですが、名主の館のほうなんですが、実は川場村のおいしいお米という

ことで、雪ほたか米を使ったお食事の提供ということをメインに行っている施設でござい

ます。基本的に営業は週末にほぼ限られているというような状況で営業している関係で、

売上げの伸びのほうは一定というか、大きく増減がしないというか、少なめなところで進

んでいるところでございます。 

 また、田園プラザさんのところで非常に一極集中的にお客様が集まって、いっとき、川

場村の中で昼食難民というか、要はお昼御飯がそこで食べられない方が中には出てしまう

というような状況も過去にはございました。そういう中で、分散したところに食事を食べ

られる場所があるということで、そういったところを担っているところも、この名主の館

としてはございます。 

○平塚けいじ委員長 それでは、ほかに質疑がなければ、以上で株式会社世田谷川場ふる

さと公社についての報告を終わります。 

 参考人の皆さんに委員会を代表し御礼を申し上げたいと思います。本日は皆さんに御出

席をいただき、詳細にわたりお話を伺うことができました。誠にありがとうございまし

た。 

 ここで説明員、参考人の方の入替えを行います。 

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○平塚けいじ委員長 次に、 (3
)

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団における令和八

年度事業についての報告に入ります。 

 本日は本件に関し、参考人として、石﨑理事長、蒲牟田副理事長・参事、林常務理事・

事務局長、小野管理課長、久木田施設課長に御出席をいただいております。本日はお忙し

い中、本委員会のために御出席をいただきまして誠にありがとうございます。委員会を代

表して心から御礼を申し上げます。 

 それではまず、区の理事者より、令和八年度の事業計画等の報告をお願いいたします。  

○石川スポーツ推進課長 それでは、公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団における令

和八年度事業について御説明いたします。 

 資料一ページ目を御覧ください。１の事業計画、 (1
)

のスポーツ及びレクリエーション

振興事業でございます。子どもから高齢者、障害者まで、個々のレベルに合った協会や大

会等、各種事業を展開し、区民のスポーツ及びレクリエーション活動の振興を図ってまい
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ります。 

 (2
)

のスポーツ及びレクリエーション普及啓発事業でございます。区民スポーツまつり

や元旦あるこう会など、気軽に親しむことができる事業を実施し、スポーツ及びレクリ

エーション活動の普及啓発を行うとともに、活動ができる環境の整備を図ってまいりま

す。 

 (3
)

のスポーツ及びレクリエーション団体育成事業でございます。賛助会員や総合型地

域スポーツ・文化クラブなど、区内のスポーツ、レクリエーション団体を支援し、地域に

おける区民のスポーツ及びレクリエーション活動を推進してまいります。 

 (4
)

区から受託するスポーツ及びレクリエーション事業でございます。スポーツ推進委

員と連携した地域スポーツの推進や教育委員会と連携して、部活動の地域展開を推進し

て、スポーツ及びレクリエーション活動の振興を図ってまいります。 

 (5
)

の区から受託する社会体育施設の管理及び運営でございます。区内の社会体育施設

について、効率的、効果的に管理、運営することにより、利用者のサービス向上を図り、

広く区民のスポーツ及びレクリエーションの活動を推進してまいります。 

 二ページ目を御覧ください。令和八年度の収支予算書内訳表でございます。スポーツ振

興財団の会計区分につきましては、先ほど御説明いたしました各実施事業並びにそれに伴

う人件費などを公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の三区分に分けておりま

す。 

 まず、Ⅰの一般正味財産増減の部の経常増減の部でございます。経常収益の中の経常収

益計（Ａ）の欄を御覧ください。こちらは収入の部分となりますが、右端に記載のとお

り、三十一億三千六百五十七万七千円を見込んでおります。続きまして、その下の経常費

用の中の経常費用計（Ｂ）を御覧ください。こちらは支出の部分になりますが、右端に記

載のとおり、三十一億五千七十七万九千円を見込んでおります。この経常収益から経常費

用を差し引き、法人税等の支出を加えました当期一般正味財産増減額（Ｉ）は、マイナス

一千六百三十三万円を見込んでおります。この（Ｉ）と、その下の一般正味財産期首残高

（Ｊ）を合わせた一般正味財産期末残高は五億四千四百四十八万七千円を見込んでおりま

す。 

 続きまして、Ⅱの指定正味財産増減の部を御覧ください。当期指定正味財産増減額

（Ｌ）はゼロとなり、指定正味財産期首残高（Ｍ）と合わせた指定正味財産期末残高

（Ｎ）は、右端に記載のとおり五億二千七百十四万九千円を見込んでおります。最後に、
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表の一番下のⅢの正味財産期末残高でございます。正味財産期末残高（Ｏ）は右端に記載

のとおり十億七千百六十三万六千円と見込んでおります。 

 私からの説明は以上でございます。 

○平塚けいじ委員長 次に、経営方針等についての御説明をお願いいたします。 

○石﨑理事長 世田谷区スポーツ振興財団理事長でございます。 

 それでは、公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団について御説明申し上げたいと存じ

ます。 

 当財団は、世田谷区体育協会と世田谷区レクリエーション連盟を発展的に解散し、全国

でも類のない新たなスポーツ・レクリエーション振興を図ることを目的とした法人として

平成十一年に設立され、今年で二十八年目となりました。現在、区内スポーツ・レクリ

エーション関係団体、四十九団体を賛助会員として迎え、スポーツ協会やレクリエーショ

ン連盟の役割を果たすとともに、いつでも、どこでも、誰でも、いつまでも、身近なとこ

ろでスポーツに親しめる生涯スポーツ社会の実現を目指した取組を推進しております。  

 さて、当財団の経営につきましては、行政の信頼性、確実性、公平性を継承しつつ、公

益法人ならではの効率性や専門性を追求した弾力的な経営を目指し、区民サービスの向

上、経営の透明化、経営基盤の強化の三つを方針として掲げております。 

 これらの経営方針の下、区のスポーツ推進計画の基本理念を踏まえ、当財団が取り組む

べき事業の指針として策定した世田谷区スポーツビジョンを着実に推進するとともに、自

主財源のさらなる確保を図りつつ、効率的かつ柔軟な運営に取り組んでおるところでござ

います。 

 次に、当財団の令和八年度の主な取組について、自主事業と受託事業の二つの観点から

御説明申し上げたいと存じます。 

 まず、自主事業でございます。今年度も世田谷２４６ハーフマラソンや区民スポーツ大

会などの各種競技大会、世田谷ジュニアアカデミー＆カレッジや区民スポーツまつりをは

じめとする各種スポーツ教室、イベントなど、世田谷区の特性を生かしたスポーツ・レク

リエーションの振興や普及啓発を推進してまいります。 

 今年新たに連携協定を締結した日本大学三軒茶屋キャンパスのスポーツ科学部や国立成

育医療研究センターと連携し事業の実施など、地域団体との連携、協働を強化し、障害の

有無、年齢や性別を問わず、誰もが共にスポーツを楽しめるインクルーシブな事業展開を

してまいります。 
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 次に、受託事業でございます。区立中学校部活動地域展開関連事業では、令和七年度は

一校の部活動の運営支援モデルを九校に拡充するとともに、財団が管理、拠点施設を活用

した三種目の合同部活動や部活動支援委員に関する事務を教育委員会から引継ぎを受託

し、中学校部活動の円滑な地域展開に貢献できるよう努めてまいります。 

 区から受託する施設の管理運営では、総合運動場や大蔵第二運動場、千歳温水プールの

指定管理者施設をはじめ、中学校温水プールや地域体育館など九か所の受託施設、さらに

区内の九十の小中学校の学校施設開放業務など、区内全域を網羅するスポーツ施設の管理

運営を行っております。管理施設においては、砧地区緑化まつりや船橋ふれあいまつりな

ど、まちづくりセンターなど地域団体が主催するコーナーの運営協力をさらに進め、地域

と一体となった施設運営に取り組んでまいります。 

 また、令和八年三月には、千歳温水プールの地下空間であるサンクンガーデンを人工芝

やクライミングウオールなどを設置し、リニューアルいたしました。遊休空間を活用した

ヨガや幼児対象のイベントなど、多様な事業展開や地域の皆様の憩いの場、活動の場とし

ての活用をしてまいります。 

 当財団では多くの区立スポーツ施設を一元的に管理していることから、ハード、ソフト

一体となった事業展開を、効率的かつ効果的な運営を行うことが最大の強みであり、財団

の特色であると考えております。 

 最後になりますが、当財団といたしましては設立目的に沿った専門性、独自性を発揮

し、今後も魅力的で公益性の高い事業を展開しつつ、自主自立に向けた努力を継続し、区

民ニーズを反映した柔軟な運営に取り組んでまいります。 

 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○平塚けいじ委員長 それでは、これまでの報告、説明に対し質疑がありましたら、どう

ぞ。 

○河野俊弘委員 本日は御足労をいただいて、ありがとうございました。 

 これは、すみません、区に対する質問にもなってしまうかなとは少し思うんですけれど

も、私は議会でｅスポーツの質問を結構していまして、今回、八年度の事業計画の中で、

まず最初に、「『いつでも』『どこでも』『だれでも』『いつまでも』」という理念につ

いては、非常に評価できるなというか、本当に基本となるところだろうなというふうにも

思っているんです。 

 その上で、近年、ｅスポーツをめぐる行政自体の動きというのは非常に加速をしてい
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て、東京都はデジタル技術を活用したｅパラスポーツの施策の展開だったりとか、あと、

地方都市でも、やっぱり福祉との関係で、高齢者の生きがいづくりというところの事業に

なっているような状況で、区として、ｅスポーツをスポーツ施策の中にどう位置づけてい

くのか、財団に対して、何らかの指示だったりとか、そういった方針というのは、どのよ

うな形で示されているのかというのは、ちょっとお聞きしたいなと思っております。 

○石川スポーツ推進課長 今、お話がありましたｅスポーツでございますけれども、新し

いスポーツということで広く認知されてきているということで、区のほうとしても認識を

しております。今、令和十年度にスポーツ推進計画の中間見直しを行う予定となっており

まして、八年度、九年度から検討の準備に入るんですけれども、その中で、ｅスポーツを

どのように定義づけていくか、今、委員から御意見がありましたけれども、高齢者の生き

がいとか、あと、ひきこもりの若者の居場所とか、いろいろ考え方はあると思うんですけ

れども、そのあたりは、今年度から定義づけのほうを進めてまいりたいと思っておりま

す。それを踏まえて、スポーツ振興財団とも進めてまいります。 

○河野俊弘委員 これは構造的に財団さんの受託収益というのが収益全体の多くを占めて

いるというのも現実でありまして、やはり区の方針なくして財団が独自でこういうスポー

ツをやっていくというのは、結構難しい部分もあるのかなというのはもちろん理解してい

るところで、先ほど示していただいたように、今後、その方針を示していただきたいとい

うふうな思いでもあります。 

 その中で、例えば今、中学校の部活動の地域展開というところもありまして、全国的に

も中学校、高校でｅスポーツ部みたいなのも結構出てきていまして、そういったところ

も、財団に対して、今後、いろんな関連で動く必要もあるのかなというふうにも思ってい

ます。今年の四月に北沢学園という不登校傾向にある方々がいつでも通えるような学校も

開校している中で、社会参加の促進みたいなところも、中高生世代に対しても非常にテー

マになってくるかなという、その皮切りとして、やっぱりｅスポーツはすごく効果もある

と私は確信をしています。やっぱりそういったところで、スポーツ施策と教育とか、ある

いは福祉だったりとかをつなぐ視点として、部局横断的なところというのの検討という

か、今現時点で、スポーツ振興財団としても、そういった部局横断というか、福祉だった

りとか、教育の分野での取組というか、そういったものをされているのかどうかというの

も確認したいです。 

○蒲牟田副理事長・参事  ｅスポーツに関しましては、区民スポーツまつりですとか、そ
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ういうところで徹底的にやったり、昨年度の三月、東京都の予算を使わせていただいて、

ちょっとフレイル予防的なところもあるんですけれども、そういう事業で多くの方に御参

加いただいたところもございます。教育との連携ですとか、そういうところは当然必要だ

と私どもも思っていまして、今の事業展開の中でも、福祉の関係だとか、まちづくりセン

ターだとか、そういうところも連携して、いろんな事業を今、地域展開を進めております

ので、ｅスポーツの部分は、区のほうの方針もあるかと思いますので、そこを合わせなが

ら進めていければと思っております。 

○河野俊弘委員 すみません、最後にしますけれども、やはり財団様のほうが掲げている

「だれでも」、「いつまでも」という理念に、区民が誰しもスポーツに参加できる社会を

目指すというところの理念に、ｅスポーツというのは非常に体現し得る分野の一つだろう

なというふうにも思います。先ほど言ったように、区がそれを動かすための指針というの

を、やっぱり今年度中にできれば進めていただきたいと思いますし、ｅスポーツをスポー

ツ施策の中でどう位置づけるかという方向性をいま一度、整理していただいて、財団様と

の連携でやっていただきたいということを要望させていただきます。 

○原田竜馬委員 本日は、ありがとうございます。 

 すみません、ちょっと一つ教えてもらいたいのが、右上、二〇ページに事業名にスポー

ツ観戦デーとあって、直接経費予算額が一万円というふうになっているんですけれども、

このスポーツ観戦デーの経費予算額が一万円というのは、一万円で一体何をされる予定な

のかというのをお伺いしたいんですが。 

○小野管理課長 お答え申し上げます。 

 スポーツ観戦デーの直接経費予算一万円でございますが、この事業構造としまして、基

本的には、今までサッカーのチームですとかラグビーのチームの社会貢献事業として無料

で御招待をいただいておりまして、参加者に対して通知を差し上げる郵送費ですとか、参

加賞の紙代ですとか、そういった消耗品に関わる一万円のみを計上しております。 

○原田竜馬委員 ありがとうございました。分かりました。 

 あともう一つ教えていただきたいのが、その下に世田谷区スポーツのしおりというふう

なものがあります。全部ちゃんと読み込めていないので、読み込み切れていないというと

ころもちょっとあるんですが、ＳＮＳだとか、デジタルだとかというのを活用した広報み

たいなものという記載がそこまで見られないんですけれども、そういったところはどうい

うふうに行われていらっしゃるのかというのを教えていただければと思います。 
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○小野管理課長 こちらの事業計画書に記載しておりますスポーツのしおりの発行につき

ましては、原則、紙媒体でやっておりまして、その紙媒体自体も、デジタルでも、フォト

ブックでも見られるような方式にしまして、ホームページにて掲載をしております。 

 財団の広報自体は、申し上げました紙媒体以外に、ホームページですとかＳＮＳを活用

して、幅広い対象にタイムリーに情報をお届けできるように努めております。ＳＮＳです

とＸとユーチューブ、あと、新しくインスタグラムも開設する予定でございます。 

○つるみけんご委員 まずは、本日はお越しいただきましてありがとうございます。 

 先ほど河野委員からｅスポーツというお話もあって、スポーツはアーバンスポーツだっ

たり、いろんなスポーツの在り方というのが年代によって変わってきていて、その中で、

区内の競技人口といいますか、どういうスポーツが今、人気があって、需要があるのかと

いうのをどういうふうに捉えられるかというところも、一つ、これからの競技環境を整備

していく上で重要だと思うんですけれども、そういうマーケティングの部分について、あ

るいはそういうのをどうやって捉えていらっしゃるのかというのを教えていただけますで

しょうか。 

○蒲牟田副理事長・参事  今、アーバンスポーツを含め、本当にいろんなスポーツがあっ

て、やる場も含めていろいろ問題があると思うんですけれども、財団ではいろんなアン

ケートも取っておりまして、事業をやったときのアンケートですとか、個別のちょっとプ

ライムが強い事業をやったときにアンケートを返していただくと、それに対してのものと

かはあるんですけれども、個別の部分でどのスポーツが今人気があって云々というのは、

そこまでの把握を今ちょっとまだやっていない状況です。ただ、やっぱりそれをやること

によって、進めるべきところの把握はできると思っておりますので、今後、検討していき

たいと思います。 

○つるみけんご委員 これは区のスポーツ推進施策のほうにも関わってくる話だと思うん

ですけれども、やはり新しいスポーツをどんどんやっていくという中で、場所がないと

か、子どもたちが、今だったらスケボーがこれだけ人気があったりとか、スノボもそうで

すけれども、スノボは環境的に難しいと思うんですけれども、それだけじゃなくて、例え

ばバスケットボールも、一昔前だったらコートがどこにもなくて大蔵まで行かないとでき

ないとか、そういうこともあって、どうやって区内の敷地、空き地というのを活用してい

くかと考えるときに、非常にスポーツの施設の整備というのは区民の健康にとっても大き

く寄与しますし、ぜひその実態というのを、財団さんのほうもいろんなところでいろんな
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方に触れ合うことがあると思いますので、捉えていただいたものを区の施策にも反映でき

るようにぜひ連携していただけたらと思います。 

 よろしくお願いします。 

○桃野芳文委員 ちょっとパラスポーツについて聞きたいんですけれども、私が議員に

なった頃は、もう十何年前ですけれども、その当時はパラスポーツという言葉も多分あん

まり聞かなかったし、例えば新聞なんかを広げても、福祉のニュースとしてだったら出て

くるんだけれども、スポーツ面にはやっぱり出てこなかったものだったんです。それがも

う今やパラスポーツということは、みんな、そういうことでしょうと意味が分かるし、ス

ポーツ面にスポーツとして出るようになってきた。そういう時代の変化はあると思うんで

す。 

 オリンピック・パラリンピックが終わると、世田谷区ゆかりの選手というのが区長のと

ころに来てくれて、表敬訪問とかをしてくれる。そういうときに、活躍された方でゆかり

の方はパラスポーツの選手もいらっしゃるんです。ゆかりの方は何なのかなと思うと、大

体、日体大の選手というのがよくあって、いわゆる世田谷区で例えば子どもの頃からこの

スポーツをやっていましたみたいな人は、そんなにいないのかなというのは、これは精緻

に調べたわけじゃないですけれども、そんな気がするんです。 

 スポーツ財団の事業を見ていても、パラスポーツは、やっぱり体験型だったり、フェス

ティバルだったり、一回きり、その場でそういうことをやりましたというものが主だと思

うんですけれども、例えば、地域の障害のある子どもたちが年間を通じて活動の場になる

みたいな取組というのは、何かあるのかないのかというのがまず知りたいのと、やっぱり

そういう場があってほしいなという気持ちもあるんです。そういうののニーズがあるのか

ないのかとか、皆さんのほうがいろんなスポーツの現場に足を運ばれて、または体験教室

みたいなものもやった上での感覚とか、そういうのがどうなっているのかという二点を教

えていただきたいんですけれども。 

○小野管理課長 パラスポーツにつきまして財団のほうで現在まで実施している事業は、

おっしゃるとおり、きっかけづくりですとか健康づくりのために単発で実施している事業

がほとんどでございます。 

 一方で、財団と連携を取らせていただいている成育医療研究センターですとか日本パラ

陸上競技連盟、あとは日本ボッチャ協会の方などとお話をすると、やはりパラアスリート

を育てたいというニーズは非常に高いというふうに捉えてございます。今現在、具体的な
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取組、選手の発掘ですとか、選手を小さいときからパラアスリートまで育て上げるような

養成プログラムみたいなのを、各競技団体のほうでは地域と連携してつくり上げていきた

いというようなお考えを持っているようでございます。今後の課題として認識をしておる

ところでございます。 

 ボッチャにつきましては、希望丘地域体育館に常設のコートがございまして、決まった

曜日に自由に開放しておりますので、定期的に通ってくださっている障害者の方もあるよ

うには伺っております。 

 一旦、以上でございます。 

○桃野芳文委員 やっぱり活動の場がそこにあることは大事だと思いますし、例えば御家

族の方とか障害のある当事者もそうかもしれませんけれども、やりたいと思っても場所が

ない、そういうチームがないとか、そういうことが一つのハードルになるんだと思うんで

す。ここにも書いてありましたけれども、やっぱりスポーツはユニバーサルであるべきも

のだと思いますので、取っかかりはどういう形でもいいと思うんです。ボッチャでもいい

し、水泳でもいいし、車椅子バスケットボールでもいいし、多分、障害があってもスポー

ツをやるんだという入り口みたいなものを何かぜひつくっていただいて、それがコミュニ

ケーションとか、その競技を通じた様々なプラスの効果、その人が生きていく上でのプラ

スの事柄というのがたくさん出てくると思うので、それもやっぱりスポーツを通じた公益

事業というものを担っていらっしゃるスポーツ振興財団さんには、ぜひ今後考えていただ

きたいなと思います。 

○河野俊弘委員 度々すみません。今年九月にアジア競技大会がありますけれども、そこ

との関係性というか、財団としてこういう連携をしていくというところが今後あると非常

にいいかなというふうにも思っているんですが、実は、地元の総合型の地域スポーツクラ

ブにＡ・Ｓ・ＷＡＫＡＢＡというセパタクローのチームがありまして、その中の選手がア

ジア競技大会に日本代表で出られる予定になっています。 

 総合型の地域スポーツクラブの育成というのも、財団様のほうで位置づけていらっしゃ

ると思うんですけれども、例えばそういう各クラブから、そこだけじゃなくて日本代表ク

ラスのようなところで活躍する選手だったりとかというのを把握して、成果として何か広

報していくみたいなところも非常に重要かなというふうにも思うんですが、そういった総

合型地域クラブの育成というか、支援というか、そういったところの考え方というのは、

今、どのように考えていらっしゃるんでしょうか。 
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○小野管理課長 総合型地域スポーツクラブの育成につきまして、財団としてのスタンス

は、教育委員会のほうで支援が決定されたクラブさんに対しまして、物品支援という形

で、年間お幾らまでという形の支援を今行っております。そのほか、総合型クラブの周

知、ＰＲにつながるようなことのお手伝いということで、広報に御協力をさせていただい

ているような形になっております。 

 各クラブ、様々な自主クラブがあって、独自の活動をされていることは認識しておりま

すので、そういった各クラブの特性ですとか、優秀な選手を輩出しているというような情

報も含めて、財団のほうで、今後、より情報収集して連携できるように努めてまいりたい

と考えます。 

○河野俊弘委員 非常に手前みそであれですけれども、昨年、世界大会もアジアのほうで

ありまして、そこでは金メダルを取っているんです。今年、そのアジア大会にも引き続き

ということで出られますし、地元のクラブからそういった優秀な選手が成果を上げている

とか、そういったところも、やっぱりスポーツ振興財団の成果にもつながるようなところ

もあるかと思います。そういったところをやっぱり広く広報していただきたいなという思

いもありますし、今後、様々な形で、今回の九月のアジア大会というのを契機とした取組

というのを非常に期待しておりますので、ぜひよろしくお願いします。 

○平塚けいじ委員長 他に質疑がなければ、以上で公益財団法人世田谷区スポーツ振興財

団についての報告は終わります。 

 参考人の皆様に委員会を代表し御礼を申し上げたいと思います。本日は皆さんに御出席

をいただき、詳細にわたりお話を伺うことができました。誠にありがとうございました。  

 ここで説明員、参考人の入替えに合わせて休憩を取りたいと思うんですけれども、十二

時五分再開でよろしいですか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○平塚けいじ委員長 十二時五分再開で休憩をいたします。よろしくお願いいたします。 

    午前十一時五十三分休憩 

   ──────────────────    

    午後零時五分開議 

○平塚けいじ委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、 (4
)

公益財団法人世田谷区産業振興公社における令和八年度事業についての報告

に入ります。 
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 本日は本件に関し、参考人として、宮崎副理事長、阿部事務局長、末竹総務課長、小野

セラ・サービス担当課長、石﨑交流推進担当課長、内田観光担当課長に御出席をいただい

ております。本日はお忙しい中、本委員会のために御出席をいただきまして誠にありがと

うございます。委員会を代表して心から御礼を申し上げます。 

 それではまず、区理事者より令和八年度事業計画等の報告を願います。 

○齊藤商業課長 それでは、令和八年度の産業振興公社の事業計画につきまして概略を御

説明いたします。 

 一ページの１事業計画を御覧ください。まず、１の中小企業の振興に係る支援に関する

事業では、創業相談や融資あっせん、商店街への顧問的診断士の派遣などを行ってまいり

ます。 

 ２の中小企業の振興に係る情報の収集、提供及び普及に関する事業では、ものづくり事

業所の紹介、産業・観光情報コーナーの運営、せたがや産業情報誌の発行を行ってまいり

ます。 

 ３の中小企業の振興のための交流の推進に関する事業では、産業交流イベント事業、世

田谷産業プラザ会議室等の運営などを行ってまいります。 

 ４の雇用、就労に係る情報の収集、提供及び普及並びに各種相談等の支援並びに職業紹

介に関する事業では、三軒茶屋就労支援センター、三茶おしごとカフェの運営や就職面接

会やセミナー等の実施などを行ってまいります。 

 ５の中小企業勤労者福祉の充実及び推進に関する事業では、レジャー施設や商店街等利

用割引、健康診断等補助、資格・検定試験受験料補助、慶弔等給付等を行ってまいりま

す。 

 ６区内観光に係る情報の収集、提供及び交流に関する事業では、世田谷まちなか観光の

推進や世田谷ブランドの活性化を行ってまいります。 

 続きまして、二ページを御覧ください。令和八年度収支予算書内訳表でございます。科

目の公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計を合わせました一番右の合計の欄で御

説明させていただきます。 

 まず、Ⅰの一般正味財産増減の部のうち、経常増減の部でございますが、経常収益とし

て、勤労者福祉事業における事業運営収益や会費収益、区からの受取補助金収益などを合

わせた経常収益計は六億三千六百四十九万九千円を見込んでおります。 

 次に、経常費用でございますが、各種事業の実施経費及び実施に係る人件費を合わせた
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事業費と理事会、評議委員会の運営等に係る管理費を合わせた経常費用計（Ｂ）は六億五

千五百二十七万五千円を見込んでおります。 

 次に、評価損益等はございませんので、この結果、当期経常増減額（Ｅ）はマイナス千

八百七十七万六千円となります。また、経常外収益及び計上外費用、他会計振替額もござ

いませんので、当期一般正味財産増減額（Ｊ）も同額のマイナス千八百七十七万六千円を

見込んでおります。これに一般正味財産期首残高を加えた一般正味財産期末残高は五千七

百五万四千円を見込んでおります。 

 続きまして、Ⅱの指定正味財産増減の部でございますが、基本財産運用益の百八万七千

円を一般正味財産へ全額振り替えていることから、当期指定正味財産増減額（Ｍ）はゼロ

円となり、この結果、指定正味財産期末残高（Ｏ）は増減なく五億円を見込んでおりま

す。これらの結果、一般正味財産期末残高（Ｌ）と指定正味財産期末残高（Ｏ）とを合計

したⅢの正味財産期末残高は五億五千七百五万四千円を見込んでおります。 

 公益財団法人世田谷区産業振興公社の令和八年度の事業計画並びに収支予算の説明は以

上でございます。 

○平塚けいじ委員長 次に、経営方針等についての御説明をよろしくお願いいたします。 

○宮崎副理事長 よろしくお願いいたします。御説明させていただきます。 

 本日は、当公社の経営状況に関する御説明をお聞きいただきまして、ありがとうござい

ます。 

 世田谷区産業振興公社は、御案内のとおり、区の産業政策を担う経済産業部と密接に連

携いたしまして、公益財団法人として公益性の高い中小企業振興策を弾力的かつ機動的に

展開していくことを経営方針としております。令和八年度の当公社の事業計画、収支予算

につきましては、今、商業課長が御説明したとおりでございますので、私からは、八年度

の事業を進める上での方針等につきまして、ポイントを絞って御説明させていただきま

す。 

 今、お手元のほうにございます資料の三ページを御覧いただけますでしょうか。こちら

の令和八年度予算概要図を基に御説明申し上げます。申し訳ありませんが、適時、お手元

で拡大しながら御覧ください。 

 まず、この資料の上部中央を御覧いただきますと、令和八年度事業計画・予算の考え方

をお示ししているものでございます。当公社は、平成十八年の設立以来、二十年が経過し

ております。令和八年度は、発足二十一年目となります。そこで、今年度は、組織体制を
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整備いたしまして、中期的な視点を持って、今後につながる取組に着手していきたいと考

えております。 

 具体的には、人材確保、地域・産業交流、ＤＸ推進の三つを主眼といたしまして、定款

に定めます事業に取り組むとともに、事業者でもあります公社といたしまして、この三つ

の視点で職員を育成し、産業交流の拠点である産業プラザについて活性化を図りながら、

今後の在り方を検討しまして、また、データ分析等も進めることで運営基盤を強化してい

きたいと考えております。 

 続きまして、下半分を御覧ください。各事業のポイントを記載しております。 

 初めに、左側の経営支援、雇用推進についてでございます。まず、経営支援につきまし

ては、経営支援セミナーの動画配信や融資あっせん申請のオンライン化などを進めるとと

もに、他区の商談会にも参加いたしまして、産業交流を支援してまいります。 

 次に、雇用推進では、休職者のオンライン登録を開始するとともに、社会保険、労働相

談にもオンライン相談を導入いたします。また、人材の確保、定着に注目した健康経営推

進支援といたしまして、関連セミナーを実施してまいります。 

 次に、中央でございます。セラ・サービスについてでございます。加入促進の取組で

は、公社セミナーや他産業団体の会合等の機会を活用した周知のほか、創業相談等利用者

にも加入案内を実施しております。事業といたしましては、ベネフィット・ワンの利用促

進を図りながら、区内商品等のあっせんや健康増進事業にも取り組んでまいります。ま

た、今後に向けましては、新たに外部委員も交えた事業企画検討会を設置いたしまして、

多角的に事業内容等を検討してまいりたいと考えております。 

 次に、右側でございます。地域活性、観光関連です。地域活性では、世田谷みやげの利

用拡大、回遊促進に向け、せたがやＰａｙを活用したスタンプラリーを実施するほか、地

域の環境維持や魅力向上に持続的に取り組むエリアマネジメントの活動と公社が連携する

ことで、町のにぎわい創出や経済活性化に結びつけられるよう、今後の支援策を探りま

す。 

 最後に、観光につきましては、まちなか観光交流協会の情報発信の強化といたしまし

て、新たに観光情報誌をフリーペーパーとして発行いたしまして、多くの方に知っていた

だく契機といたします。また、協会と地域をつなぐ交流拠点として、観光案内所の運営体

制強化を図るとともに、協会会員の連携強化により、イベントやツアーなど、具体的活動

に結びつけてまいります。 
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 私からの御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○平塚けいじ委員長 それでは、これまでの報告、説明に対し質疑がありましたら、どう

ぞ。 

○中里光夫委員  今日は、わざわざありがとうございます。 

 地域の経営支援ということで、柱の一つで行っているという話でしたけれども、今、大

変な物価高ですし、中東の情勢で石油が入ってこない、資材不足で建築関係なんかは工事

が止まっちゃうんじゃないかみたいな話にもなっていますけれども、サービス公社はいろ

いろ相談事業もやっているかと思うんです。いろんな経営の相談、今までこういう話が出

てきたというのを出していただいて、世田谷の地域の中小業者なんかの状況で何に困って

いるのかとか、どこが苦しいのかというのを、そういう相談の中身から見えてくるものが

あるというような、以前、そういった報告もあったかと思うんですけれども、今の状況で

どういう相談が増えているだとか、その辺で、今、こういう状況にあるんだというよう

な、何かつかんでいることがあったら、教えてください。 

○阿部事務局長  御質問ありがとうございます。 

 まさに区内中小企業者にとって、今、本当に厳しい状況が続いているということで、窓

口を持っている立場として我々のほうも肌で感じるという。これは、なかなか区、中小企

業者の段階ですと、いわゆる世間をニュースで騒がせている状況からすると、ちょっと時

期が遅れて影響が来ると。元請、下請という関係性もあるのか、そういう傾向はちょっと

見られております。 

 今、国や都のほうでも、こういった原油高等に関して特別相談の窓口を置いていますけ

れども、我々の経営相談の窓口で具体的にそういったところにピンポイントな御相談が寄

せられているかということで、結構、日々でもないですけれども、ウオッチをかけている

わけですけれども、そこに肉薄した御相談というのは意外と今まだ寄せられていないんで

す。ただ、いろんなところでいろんな事業者さんとお話をしている中では、やはり物価高

と価格転嫁の問題ですとか、あるいは最近の原油高、いわゆる燃料です。運輸の方を中心

にそういったお声を耳にすることはあるんですけれども、相談という形ではなかなかそこ

が具体に持ち上げられるということが見えていない状況なんです。 

 では、何が今、相談の中身であるかというと、相変わらずここ何年か傾向は一緒なんで

すけれども、我々が分野として柱にしてきた中身としては、世田谷の企業の特色を反映し

ていると思うんですけれども、やはり転換も含めて創業に関する相談が多いところ。それ
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から、経営のほうですと、今の価格転嫁といったようなところも出てきたり、あるいは人

材不足といったところの悩みをお伺いすることが多いんです。そういった地元密着の御相

談に対して我々が擁する中小企業診断士のほうでいろいろな情報を駆使して、補助制度で

すとか支援制度を含めて御案内して、なるべく迅速に課題解決の一助となるように日々努

めてはいますけれども、状況としては、今申し上げたような状況が現状となっておりま

す。 

○中里光夫委員  やはり窓口を持っているからというお話がありましたけれども、最前線

に皆さんはいらっしゃるわけで、地域の状況をそういうチャンネルを通してしっかりつか

んで区政に発信していただくことが、経済政策をつくっていく上でも重要になるんじゃな

いかというふうに思うので、ぜひその辺はきめ細かく行っていただきたいと。我々、共産

党は、いつも全業者ローラー作戦で話を聞きに行ってこいみたいなことをよく言うんです

けれども、なかなかそれはできないとは思いますけれども、ぜひ皆さん、そういう窓口の

チャンネルなんかを生かして進めていただきたいと、これは要望として、あと、区のほう

もぜひその辺はしっかり連携して進めていただきたいと思います。 

 それと、たしか去年のこのときだったか、環境の問題で、産業分野、事業所の分野の脱

炭素の推進ということで、東京都なんかの補助事業が山のようにあるけれども、実際、事

業者は何を使っていいか分からなくてなかなか進まないと。いろんな経営相談の機会を捉

えて脱炭素のアドバイスをできるようなことはできないものかというのを前回言ったと思

うんですけれども、実際そのようなことができているのかということとか、その辺の位置

づけというか、思いというのはどのようになっているでしょうか。 

○阿部事務局長  昨年、この場で御質問もいただいたと思うんですけれども、やはり、例

えば区の制度でも、先ほど油の話もありましたけれども、区内銭湯が厳しい状況なのかな

というところもあって、ところが、区のほうでは、燃料費補助はもちろんのこと、設備投

資、環境系の設備への改善に伴っての補助金という制度を持っていますから、その辺の周

知というようなところを例えば一例として、環境面と経営支援なりの連動ということでは

考えられるのかなと思っています。 

 さっき、我々のフロントとしての経営相談は、言ってみればよろず相談のほうでいろん

な制度を熟知して、適宜、御案内するというスタイルでやっているわけですけれども、そ

の辺で、ニーズとどれぐらいサプライが合っているのかというところを検証しながら進め

なきゃならなくて、一つは、先ほどの銭湯の話もそうなんですけれども、どこまで当事者
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にその制度が届いているかと、経営相談自体も、この窓口がもう広く本当に受け付けてい

るんですよということがどれくらい事業者の方々に御認識いただいているかというところ

で、我々は常に反省といいますか、たまたまお近くに寄ってお話しする機会があると、ど

うしてもそこが、そんなのがあるのは知らなかったというような声を聞いたりもします。 

 今回、八年度の予算事業の中にも少し載せてありますけれども、経営相談の予約がサイ

ト上でできる仕組みがあるわけなんですけれども、そこを改修して、何とか少しでも、こ

ういう相談が具体に寄せられているだとか、こんな内容もできますよとか、その辺の情報

も届くように発信できる機能を付加するとか、そういった取組、もちろんその他もろもろ

の会合等にも出席をして、ＰＲをかけて、アナログも結構効きますから考えているわけな

んですけれども、そのＰＲということも含めてやっていきたい。 

 もっと広く申し上げると、先ほど副理事長から今年度の方針ということでお話ししまし

たけれども、我々、産業振興公社は生まれて二十年を経過して、ひもといてみると、生ま

れたときは、まさに産業団体と区と我々、公社が一体となって、三軒茶屋に産業プラザと

いう機能を設置して、一体的に連携して中小企業支援をやっていこうということで立ち上

がったわけです。ところが、今、二十年たって、産業プラザというものについてどれくら

い皆さんが御存じかというと、はっきり申し上げて、先ほどの相談窓口より認知度が低い

です。 

 でも、例えば東京商工会議所さんはそれでいろいろ事業を行っている。その事業のメ

ニューについては御存じのところもあったりするが、それが我々や区と一緒になって世田

谷の中小企業をみんなで連携して応援しているんだというところの一つですよというとこ

ろは、誰もと言っていいほど理解されていない。これは非常に大きな問題だと思っていま

して、先ほど申し上げた二十一年目を機に産業プラザの活性化を図っていこうと、十分と

は到底言えない周知も含めて、もう一度、ここで、皆さんのためにこんな事務事業があり

ますよということの周知を含めてやっていきながら、今後、どういう支援が具体的に必要

なのか、さっき少しお話がありましたけれども、今、いろいろ蓄積しているデータもあり

ますので、そこの分析も区と一緒にかけながら、新たな展開に向けて検討を進めていくと

いうことで、トータルで少し全体を見ながら機能を強化していきたいというような今年だ

と思っています。 

○中里光夫委員  産業プラザの認知度が低いということはなるほどと、そこは本当に大き

なテーマで頑張っていかなきゃいけないなというのは、私も今聞いていて思いましたけれ
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ども、気候危機対策、脱炭素の問題で言うと、産業分野というのは世田谷の中でも非常に

大きい部分を占めていて、この産業分野でどう推進するかというところで言うと、本当に

今あるメニューをみんなに知って使ってもらうというのが一番進めていくべきところかな

と私は思っているんです。それを進める鍵は、使い方を業者に一番近いところがしっかり

説明してあげることだろうというふうに私は思っていて、そのために産業振興公社はぜひ

役割を発揮してほしいなと思っているところなんです。 

 さっき大きな柱の話がありましたけれども、ＤＸ推進はあるんですけれども、ぜひ脱炭

素推進とか気候危機対策推進というのを柱に入れてもらって、世田谷の産業分野の脱炭素

は我々が引っ張るんだぐらいの方針を立てて、産業振興公社のほうから区が生ぬるいとい

うぐらいの勢いで、ぜひ進めていただきたいと思うんですけれども、宮崎さん、いかがで

すか。 

○宮崎副理事長 脱炭素に限らずですけれども、先ほどの直近の直面している物騰の問題

もしかりでして、先ほど来申し上げている部分をもうちょっと肉づけしますと、ＤＸ推進

の中に、先ほどの御説明の中にデータ分析という言葉を使わせていただきましたけれど

も、実は振り返りも含めて考えますと、例えばこの人に、いわゆる本当に補助制度とか政

策もそうなんですけれども、なかなか区民の方や事業者に届いていないというのは、今、

事務局長が申し上げたとおりで、これをどの役割でどこでやればいいのかと。例えばネッ

トに載せていくという方針を出しても、やっぱり今の世代はちょうど過渡期で、アナログ

じゃないと駄目だというケースも正直言ってあります。ですから、うまく端境期の部分を

乗り切って、ＤＸ推進の部分のところに持っていくためのシステムをつくればいいんじゃ

なくて、これを例えば伝えるシステムという部分を考えたときに、両面を持ったものが本

当の意味のＤＸだと思っています。 

 何が言いたいかというと、例えば、国の政策にしても、東京都の政策にしても、専門の

方もいろいろ関わっていただいていますので、結構、説明に我々が窮すところも実は救済

していただいています。ただ、やっぱり限りがありますので、どんどん制度は変わって

いっています。そうすると、これに今度、勉強するためには追いつかなきゃいけないとい

うこともありますし、近々、やっぱり一番情報とスパンを持っているのは東京都かなと

思っていますので、これをどうつないでいこうかということを手がけようと思っているの

と、当然、身近なところで、区の政策でも、もちろん直面している部分に即座に使えるの

は、多分、区だと思っていますので、そこの部分の使い分けを、言い方はちょっと区に対
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しては失礼ですけれども、うまく乗り切ることで、当然、事業者の方は都民でもあり、東

京都の事業者でもあるわけですから、世田谷区だけが抱える問題ではなくて、そこのもの

をもっと広範囲にやったほうがいいものについては、そういうものも用意されているよう

なので、そっちにすぐ結びつけるという方法も一つかなと思っています。 

 先ほどの脱炭素という部分は、すごく大きなテーマです。当然、区のほうもやっていな

いわけじゃないんでしょうけれども、その使い分けを含めて我々の力量も試されるところ

です。おっしゃるように、こういう側面的に手伝ったほうがいいものなのか、直面したも

のを即座に解決したほうがいいのかという使い分けも、我々のほうの技量が問われている

ところも踏まえて、先ほど言ったデータ分析をうまく使って、このケースはやっぱりこっ

ちのほうがよかったんじゃないかというのを、今、顧みているところもちょっとやってい

ます。 

 そういうところも皆さん方のほうに、区民の方にも直結し、また、即座に適用が乱され

る部分についてはなるべく、手続だけに時間を要しているケースも実はありますので、

そっちについては、今度はオンラインというものを使って、駆使できる人はもうどんどん

そこで自らやっていただくと。もちろん、分からないところは電話も含めてお受けしてい

ますので、チャットも用意しましたので、そこの部分の答えをしながらも、どういうとこ

ろに今、求めているかということをどんどん累積していって、よりいいものにしていきた

いなと考えています。 

○石原せいじ委員 今日は、ありがとうございます。 

 ちょっと知らなくてごめんなさい。会報誌「せら」の発行部数、どういうところに配付

しているのかというのと、あと内容をちょっと教えていただけますか。 

○小野セラ・サービス担当課長  セラ・サービス担当課長、小野です。ありがとうござい

ます。 

 発行部数につきましては全会員に配付しておりまして、三月末現在で七千八百六十九名

の会員がおります。全会員に事業者を通じて発行しております。 

 発行内容につきましては、現在、セラ・サービスのほうがベネフィット・ワンの事業と

セラ・サービス独自事業、二つのパターンでやっておりまして、独自事業のほうを主に会

報誌では紹介しております。その中では、地方の特産品、観覧、鑑賞のチケット、ホテル

の食事券、あとは遊園地のチケット、各種チケットを販売、あっせんしております。 

○石原せいじ委員 知らないので、申し訳ないんですけれども、これは会員の人しか配ら
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ないということですよね。 

○小野セラ・サービス担当課長  そうです。会員にだけですけれども、ただ、周知のため

に、私ども産業プラザの一階とか、あと、加入促進におきましては会報誌のほうも一緒に

会員外の方にもお渡しして、参考にしていただいて、加入を促しております。 

○原田竜馬委員 セラ・サービスについて、ちょっと付け加えて質問なんですけれども、

セラ・サービスとベネフィット・ステーション、ベネフィット・ワンと呼べばいいのか

な。両方、福利厚生の仕組みとしては併存している状態なのかなと思っています。セラ・

サービスは独自事業で、ベネフィット・ステーションは社会に広く、ほかの企業さんも使

われているサービスだと思っているんですけれども、会報誌などもいつも拝見させていた

だいていて思うんですが、セラ・サービスの独自性というのは一体何なのかなというのが

すごく疑問に思います。 

 確かにお米がちょっと安く買えたり、川場の特産品が載っていたりというふうなのがあ

る一方、野球の試合を安く見に行けるとか、レジャー施設に安く行けるだとか、これはベ

ネフィット・ステーションと同じ内容、全くもって同じかどうかは分からないですが、同

じ種類の福利厚生サービスが重複してしまっているんじゃないかなというふうに思ってい

るんですけれども、その内容というのは、ここまでかぶっていて、セラ・サービスの独自

性というのを担保できているのかどうかというのを少しお伺いしたいんですが。 

○小野セラ・サービス担当課長  ありがとうございます。ベネフィット・ステーション

と、セラ・サービス独自事業と、今、二つのパターンでございまして、そもそもセラ・

サービスにつきましては、平成四年、法人になりまして、前段の世田谷区勤労者サービス

公社というのがございまして、そこからセラ・サービス事業を行っております。ずっと独

自事業としまして、今、ベネフィット・ワンに委託している宿泊補助、あと遊園地の関係

とか、各種サービスを独自でやっておったんです。令和五年からベネフィットに全面委託

しました。ただ、今まで独自事業でやっていたものを吸収できるものにつきましては、ベ

ネフィット・ワンのほうに移行しております。今、吸収できていないもの、さらに、今ま

で会員で人気であった特産品と観劇チケット、あとホテルの食事券等についてはベネ

フィット・ワンでできないので、セラ・サービスで今行っている状況です。 

 この先につきましては、やはりその二つの流れでいくのか、ベネフィット・ワンだけに

していくのか、もしくは独自事業にしていくのかというのは、これから検討していくとこ

ろでございます。 
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○原田竜馬委員 吸収できていないものをセラ・サービスでやっているというところが、

セラ・サービスの独自性としてあるのかもしれないんですけれども、今、若手の新卒の大

学生なんかがよく会社を選ぶときに、お給料の高さに加えてどういった福利厚生があるの

かといったところが、結構、企業選びのポイントになっているというところがあるかと思

います。大企業であれば、家賃補助であったり、様々、福利厚生のメニューを提供してい

るものがあるかと思うんですけれども、私が見ている中では、ベネフィット・ワンとセ

ラ・サービスはかなり似てしまっている部分もあるのかなとちょっと思ってしまったとこ

ろがあります。 

 このセラ・サービスの独自性とか、セラ・サービスを使ってもらいたい方々に対して、

どういったニーズがあるのかみたいなものも今後調べながら、両方、併存させて進めてい

くのか、どちらかに絞るのか、分からないんですけれども、やっぱり区内の中小事業者さ

んの皆さん方が、中小企業で働く方々、会員さんとなり得る方々が望むサービスは一体何

なのか、それを付け加えることで、独自性を担保して、会員数の拡大というものにもつな

がっていくんじゃないかなというふうに思っております。今後、考えていくというふうな

お話がありましたけれども、そういった会員さんであったり、会員さんになり得るような

方々に対して、アンケートみたいなことだとかというのは実施をされる予定とか検討をは

あるのかどうか、お伺いできればと思います。 

○宮崎副理事長 まず、御質問の件については、アンケートは常時取るようにはしていま

すけれども、ネットの部分で、気づいたら、何か意見を言っていただけるレベルです。 

 もっと若い人たちの意見も聞いてみようよというのを二年前、三年前にちょっと継続し

てやったんです。中小企業の福利厚生の重要性を、企業の経営者側にも今後の人材確保を

していく上でも重要なポイントになるということは、常々、会合等で申し上げてきました

けれども、中小企業を一くくりにしていたのが、ちょっと私の言い方がよくなかったと思

うんですけれども、結構、いろんなところのサイトを含めて使っているんです。ですの

で、わざわざセラ・サービスに入らなくても十分満たされているところまでを、言ってみ

ればこっち側に誘導するつもりもないし、結局、その観点を分かっていただく。 

 ただ、見る限り、一番のポイントはやっぱり健康増進、なかなか健康診断も受けていな

いというケースは、これは法定の問題なので、ここになかなか口出しはできませんが、今

現状の法制度で言うと、人間ドックは実は健康診断に入らないんです。なかなかそういう

機会ができないんだったら、うちのほうで一回受ければ、会費相当以上の見返りがあるん
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だから、人間ドッグ補助なんかがあるところの制度として使いませんかと言っても、なか

なか今響いていません。 

 そこについては、今、非常に貴重な御意見をいただいていますので、改めて考えてみた

いと思いますが、その中で、我々、今、担当課長が言ったとおりでやってきていますが、

いわゆるセラ・サービスと、単独事業と言っているのと、ベネフィット・ワンという部分

のところが併存しているわけではなくて、セラ・サービス事業の中で、その一部をベネ

フィットに委託しているという方式を取っています。ですから、全部をかぶせて、いわゆ

るベネフィット・ワン事業の部分に乗り換えていくという方法もちょっと考えたことはあ

りますけれども、やってみて反応がないと。 

 これはちょっと一例で、これが当たっているかどうかというのはありますけれども、私

の思いとしては、宿泊事業なんかは、最初に全国で一万二千持っているベネフィットを

やったほうが、より会員サービスとしては適しているんじゃないかと思ったこともありま

すが、今度、宿泊場所のほうをずっと追跡していくと、全国広いところに、もちろん気づ

いて旅行をやっていても、例えば宿泊はほかのサイトもいろんなのがあります。そっちに

行っちゃっている。だから、ベネフィットの魅力はないよ、こうなったときに、ベネ

フィットにいろんな全部をかけると、今、一千万円強の委託料を払っていますけれども、

これでは無駄だということで、少しずつベネフィットの中のチョイスを始めました。この

部分は有効だね、この部分は今あまり意味ないね、じゃ、単独事業に切り替えようという

のが今の状況です。 

 そこの部分も、我々のＰＲの仕方の部分がそういうふうに見られていたとすると、これ

は、我々のほうも、出し方をもっと今日聞いて考えなきゃいけないなと思いましたけれど

も、一言で言うと、ベネフィットのいいところは使おうと。だけれども、あんまり単独で

やっていたほうが、例えばさっきの宿泊に戻りますと、西の神奈川県とか静岡県の一部に

集中しているということがもう分かったので、そこの部分のところにうまみ、契約して、

もうちょっとダンピングしてくれとか、そういうふうに―ダンピングという言葉は

ちょっと消してください。もっと低廉に会員さんに、その代わり補助も出して、そこの部

分の利用率を高めることで、いわゆる満足度を高めていくという方法とか、いろいろ工夫

はまだ余地があるので、一言で言うと、ベネフィットの部分のところに乗っかるんじゃな

くて、その試みをしても、やっぱり結果的にはそういう反応じゃなかったので、今は逆に

ベネフィットのいいところを選んでいこうと。そこにまだ、先ほど言ったずっと追っかけ
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をやっていまして、あとは、そこをうまい使い方、先ほどと同じなんですけれども、会員

サービスも、こんなふうに使うと皆さん方の生活に潤いが出ますよと。 

 それから、さっき言った健康はやっぱり自分で管理しなきゃいけない。例えば先ほど

言った創業系の人は、やっぱり単独が多いので、年齢がいっていないと健康管理なんて全

然考えていないです。そういう方のところに行くと結構気づいてくれて、若い頃から自分

で健康診断、実は単独だと健康診断というのは法定なんですよと言っても、経営と働いて

いる人が一人だと気づいていないです。経営者となると分かるんですけれども、そうじゃ

ない方は自分のことが自分では分からないですよね。そこは自分のことなんだから、例え

ばこの事業を拡張すれば、従業員も出てくるわけですから、経営者共々、健康管理に気を

つけましょうよということで、本当に会員で入ってくれた人もいたので、この辺を地道に

広げていく策かなという気はしています。少しずつですけれども、やっぱり健康増進事業

には、皆さん、入ってきてくれているので、その辺を地道にやっていくのも必要かなと、

そんなふうに思います。 

 すみません、長くなりましたけれども、以上です。 

○和田ひでとし委員 観光のことをちょっと聞きたいんですけれども、私はさっき聞き逃

したかもしれません。観光情報誌の新規発行というのをちょっと具体的に聞きたいんです

けれども、どういうものなのか、教えてください。 

○内田観光担当課長 世田谷はかなり大きな魅力がある、ただ、点在をしている。それは

自然だったり、緑であったり、グルメであったり、ショッピングであったり、様々だと思

います。これまで、どちらかといいますと、区民の方ももちろんそうなんですけれども、

区外の方もということで幅広くの情報提供をさせていただいた。 

 ただ、今般、私どものほうで観光案内所も運営していますけれども、外国人の方がかな

り増えてきているという状況があります。観光と言えば、やはり区外から多くの方に来て

いただいて、区内で消費をしていただくというところも大きな柱になってきているという

ところなので、今回の観光情報誌というのは、対象をあまり幅広く取らずに、どちらかと

いいますと、区外ですとか外国人の方にターゲットを絞った形、もちろん区内の方ではな

くて、全体はそうなんですけれども、焦点としてはそこに絞った形での観光情報誌を作ろ

うというふうに考えております。 

 ですので、内容につきましても響くようなことを考えておりまして、例えばどこに置く

のかという部分も、今までは公共施設、例えば図書館ですとか、まちづくりセンターが多
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いんですけれども、でも、区外の方、あとインバウンドの方を考えると、本当にそこでい

いのかどうかということも考えております。もちろん、配架していただく民間の企業さん

との協力も必要なんですけれども、そういう形で、目線を変える形で事業展開をしていき

たい。そうしたことがどういう結果に出るかということも、アンケート調査等々で実証し

て、次のステップに行きたい、このように考えております。 

○和田ひでとし委員 ちょっと私が想定したとおりだなと思ったんですけれども、やっぱ

り外国人の観光来場者というか、非常に私自身も目に留まりますし、かなり増えてきてい

るなという実感はあるんです。 

 ただ、世田谷区はもちろん今おっしゃった大変広いエリアで、なかなか隅から隅まで

知っている方は少ないかと思うので、そういう区外の方の来訪を促す云々は大変重要だと

思うんですけれども、やっぱり区民の方にも、むしろこの広い世田谷を世田谷にこんなと

ころがあったんだというのも気づいていただくというのが非常に大事かなと思います。 

 その辺もちょっと頭に置きながら、どこに置くかというのも私は聞こうかと思ったんで

すけれども、確かに、今までのように公共施設やら、まちづくりセンターだと、本当に地

元の区民の方しかそこに目がいかないわけですから、例えばターミナル駅であるだとか、

あるいは人気の飲食店であるだとか、そういったところは考えられませんか。 

○内田観光担当課長 様々、区外の方、外国人の方が立ち寄るような、あるいは手に取っ

ていただくような場所というところでいろいろアイデアをいただきまして、ありがとうご

ざいます。そういうことも含めて、あと私どもが思っているのは、例えば宿泊施設という

ところもあるというふうに思っております。情報としては、スマホで調べて、現地に行っ

て、ペーパーで確認をして、またスマホを持って町に出るというパターンが結構多いと思

いますので、そういうところも含めて検討させていただきたいと思います。 

○河野俊弘委員 今日はありがとうございます。 

 先ほどＤＸの話も少しあったんですけれども、今回、生成ＡＩを導入してということ

で、より業務の効率を高めて質の高いサービスを展開するというお話がありました。関連

するところもあると思うんですが、令和八年度の地域活性化事業における情報発信経費と

いうところで、ホームページだったりとかＳＮＳ、ガイドブックが前年比から大幅に下

がってきているというふうにも思っています。その一方で、地域活性係の人員というのは

二名から六名に増えているような見え方になっていまして、人は増やして、ＡＩも導入し

て、でも、ＳＮＳやホームページの発信の予算というのは逆に削っているような形になっ
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ているのかなというふうにもちょっと見えてしまいました。 

 そこで、こういったＳＮＳとか情報発信の経費削減というところは、例えば、想像する

ように、生成ＡＩの活用によって業務効率できる部分に当たるのかとか、あるいは代替え

案として、そういったところを活用していくのかというような判断に基づくものなのかな

というのをちょっと確認はしたいです。 

○石﨑交流推進担当課長 情報発信の中の経費が削減されている理由としまして、昨年

度、七年度、観光のホームページをリニューアルいたしました。こちらの減額につきまし

ては、ほぼほぼそのホームページの改修費に当たるところが減額となっております。新し

いホームページなんですけれども、今年の三月にオープンいたしまして、あなたの知らな

い世田谷というホームページのタイトルになります。ＳＮＳの情報発信費ですとか、あと

新しいホームページのリニューアル費につきましては、減額ということは考えておりませ

んで、昨年度と同等の金額を積んで同等以上の効果を出せるように情報発信は強化をして

まいります。なので、御質問がありましたＡＩの関連とはちょっと理由が異なるんです

が、予算の減額理由としましては、以上になります。 

○河野俊弘委員 すみません、僕はちょっと間違っていましたね。人員は逆に減らしてい

るんですね。失礼しました。そういったところで、生成ＡＩの活用というのも視野に入れ

てやっていただくのかなというところで、その辺も期待しているところでございます。  

 あともう一つ聞きたいのが、去年の七月にホームワークビレッジが池尻中の跡地にでき

ましたけれども、そことの関係性というか、やはり創業支援であったりとか、経営支援の

事業とかというところは、ある意味、連携すべきところもあろうかなというふうにも思っ

ているんですけれども、開設からしばらくたちまして、どのような役割分担というか、情

報連絡というか、そういった体制が今どうなっているのか、確認したいです。 

○阿部事務局長  実は、ホームワークビレッジとの連携、協力、あるいは役割分担、それ

を開設前からいろいろ区のほうもお示しをして、いろいろ議論をいただいていたところだ

と思っています。 

 ただ、正直申し上げると、具体的なホームワークビレッジの事業者も含めた区と公社の

間で整理ができているかというと、まだそこまで追いついていないというのが現状でござ

います。あちらも開設当初からいろいろな事業を手広くやられていますので、その準備か

ら施工に関して非常に努力されている中で、なかなか時間も厳しいところがありました。  

 ただ、前年度に少なくとも我々、公社のほう、それから区、それからホームワークビ
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レッジ事業者の方と一堂に会しまして率直な意見交換もしていたところです。その中で

は、連携、協力の必要性の確認、あるいは今後に向かって、もちろん向こうの事業の進捗

がありますので、その実態を見極めた上で、こちらと同じく創業支援ということを行って

いますけれども、イメージ的には、いかにもクリエイティブ系があちらで、従来からの産

業に関する創業というのがうちの公社のほうで、実態としては多くなっているようなとこ

ろはありますけれども、必ずしもそれがいいのかというところもあります。 

 少なくとも我々としては、区のほうも含めて話をしているのが、早急に意見交換の継続

と活発化ということで今、動こうとしております。プラスして、先ほども少し申し上げま

したが、我々、公社としては、今後に向かってどういう機能がやはり必要となるのか、改

めて、足元から整理をし直すというタイミングに今来ておりますので、その中での課題と

しては、新しい産業活性化拠点とのすみ分けというところも一つ大きく掲げておりますの

で、この検討と併せながら事業者、区と調整を図っていきたいというふうに考えていま

す。 

○河野俊弘委員 やっぱり創業相談、支援というか、その入り口というのを整理して、役

割分担という言葉もありましたけれども、そういったところで共通のフローというか、そ

ういったものは共有すべきではないかなというふうにも非常に思います。 

 例えば、今、ホームワークビレッジでコワーキングを使っている方だったりとか、そう

いった方々を公社の経営支援コーディネーターの方とつないだりとか、そういうのも大い

にあり得るのかなというふうにも思いますし、両者の取組というのが重複したところがい

い部分と、あるいは重複して投資してちょっと無駄になってしまうような部分とかという

のがあるかもしれませんので、そういったところをきちんと整理していただくということ

を、区側との連携というか、両施設の連携というのを密にやっていただきたいということ

を要望させていただきます。 

○桃野芳文委員 今、やり取りの中で何回か出てきたＡＩの活用なんですけれども、資料

を見るとＡＩ導入による効果が見込まれる業務から段階的に活用を進めて、これから業務

改善の加速を図っていきますというようなことが書いてあります。ＡＩの活用は、もうあ

んまりそういうことを言う時代でもなくなったというか、別に当たり前というか、パソコ

ンを使っていますみたいなのと一緒で、ＡＩを使っていますは別に普通のことだし、私も

分からないことがあると、ジェミニに聞いたり、グロックに聞いたり、区議会に提出され

た資料もＡＩに読ませて、何か矛盾点があったら教えてくれとか、やると教えてくれるわ
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けですよね。 

 当たり前のツールになってきているわけですけれども、ここに書いてあるＡＩ導入によ

る効果が見込まれる業務というのは、例えば何なのか。今の話だと、別に何にでも使える

じゃんという話なわけですけれども、何なのか。あと、普通にみんなが簡単に、要は読み

書きそろばんみたいなもので普通に使う世界に入っているわけだから、それをやりますよ

というのは当然間違いじゃないんだけれども、段階的に進めとかというのも何かちょっと

違うんじゃないのかなみたいな気もするんですけれども、このＡＩ活用というのは、今、

どういうフェーズにいて、具体的には、例えばこういうことに使っていますみたいなのが

あれば、もうちょっと分かりやすく教えていただけますか。 

○阿部事務局長  まさに委員おっしゃるとおりで、世の中的にはＡＩを普通にスマホで活

用しているということだとは思うんですけれども、業務に当たってはオープンになってい

るＡＩとクローズのＡＩの使い方がやっぱりありまして、我々、法人とすると、絶対に

ネット上に漏れちゃいけない情報のクローズな中でＡＩを使って有効活用するということ

が前提としてあって、そこの使い方、特にその次にあるのが、僕もあんまり使えていなく

て申し訳ないんですけれども、この間、勉強したのは、やはり使うほうのレベルに合わせ

てリターンが来ると。要するに、情報と、例えば集約の仕方とか、ポイント、ここを整理

してくれとか、そういう指示の仕方によって答えが変わってくるということで、いかに

データをうまくそこに流し込んで、そこにうまい指示を与えて、いい回答を引き出すかと

いうところに、ある程度のやっぱり熟練と集積が必要だというところもあって、我々、公

社の職員がそこまで今到達しているかというと、なかなかそこはということがあります。

そういった点で、安全性とか、どうしても答えの不安定さというところを実感しながら、

どうやると求めているところに近づいた答えが出てくるのかというところも検証しながら

進めたいと思っています。 

 具体的には、入り口としては単純な話なんですけれども、議事録の作成ですとか、いろ

いろな資料を読み込ませて整理させるとか、あるいは、まさに先ほどもお話ししましたけ

れども、いろんな相談事、あるいは融資、あっせんに来られた方の申請内容のデータです

とか、そういったものを読み込ませて、中身の性質ですとか、例えば企業の規模とか、も

しくは地域性というようなところで差があるのかとか、そういったところを今、少しずつ

チャレンジしながら活用しています。その成果も見ながら、今、実は一人一台入っている

わけじゃないんです。そこを各係に一台とか、そういうレベルで始めているんですけれど
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も、その状況を見ながら段階的に広げていって、職員全員が使いこなせるというところ

を、今回、我々のテーマでもあるところの職員育成とかぶらせて進めていきたいというふ

うに考えています。 

○桃野芳文委員 もう時代は、ＡＩを使っていますみたいなのは別に当たり前でしょうみ

たいな話になっていると思うので、やっぱり産業振興公社だから、セキュリティーの面と

か、どこまで無料の検索窓にワードを打ち込んでいいのかとか、いろいろあるんだとは思

いますけれども、その辺は整理して、結局、いい仕事をするために必要なものは使わない

といけないというのは、それはそういうことだと思うので、整理してしっかり使っていた

だきたいと思います。 

 あともう一個、経営支援なんですけれども、ニュースなんかを見ると、倒産件数が毎年

毎年、前年数を超えて、ここ数年、一万件を超えていくと。紋切り型ですけれども、報道

を見ると、コロナ禍で行われた支援が終わって、支援が終わったということが効いてくる

タイミングだということだとか、あと物価高騰だとか、深刻な人手不足というようなこ

と、大体、これぐらいで整理されちゃうような話になってくると思うんです。困ってい

らっしゃる経営者は、そんなことはもう分かっていることで、例えばお金が借りたいと

なったら金融機関に行くんだけれども、貸してくれないから困っちゃうとか、一生懸命、

人材紹介会社にオーダーを出すんだけれども、なかなかマッチングしなくて、人がいなく

て、店が潰れちゃうとか、そういうことだと思うんです。 

 そんな中で、伴走支援というのが一つのメニューになっているわけだけれども、そうい

う中で、伴走支援というのがどれぐらい効くのかというか、大体、皆さん、この中にもい

わゆる経営者という方がいらっしゃいますけれども、多分、やることを一生懸命、自分で

やってからの相談ということだと思うんです。伴走支援は割と曖昧な、世の中、壁打ちと

いう言葉があったり、伴走支援という言葉がありますけれども、正直、こういうコンサル

タントは何をやってくれるのか、よく分からないところもあるんです。今、そういう深刻

な状況の中で、伴走支援というのが本当に機能しているのかなという疑念みたいなのも

持ってしまうんです。 

 ちょっと抽象的な表現になってしまいますけれども、この伴走支援というのは実際うま

くいっていて、支援してもらっている人からすると、ありがとうございます、もう助かり

ましたみたいな状況になっているのか、ちょっとその辺を教えていただけますか。 

○阿部事務局長  なかなか本質的なお話といいますか、我々、公社の存在価値にも関わる
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ような話かなと思ってお聞きしていました。 

 声ということでいけば、かなりの御好評をいただいていることは事実だと思っていま

す。まさにコーディネートしている中小企業診断士ですけれども、そこから、ニーズの状

況によっては、例えば、顧客に対する非常にアピールの強い今どきのＤＸを使ったアピー

ル方法がどうしても不得意で弱いとか、どこからどう手をつけたらいいか分からないとい

うことがあると、その方面に強い中小企業診断士ももちろんいますけれども、さらにその

中身を聞いてみると、専門家に頼んだほうがいいという場合は、ホームページのデザイ

ナーとかＩＴの専門家を紹介して、その方を専門職種として伴走させるというようなこと

まで広げてやっています。要は、伴走型というのが、経営されている方の現状を非常に聞

き取って、その聞き取ることにもスキルが要ると思うんです。その状況をちゃんと把握し

て、分析をして、どこに絆創膏を当てたらいいのか、もうちょっといい薬を出したらいい

のか、そこをまさに文字どおり診断してアドバイスするということがこの事業の強みだと

思っています。 

 やっぱり委員おっしゃるとおり、その使い方と、言ってみれば効果について、中小企業

診断士の話をリアルに、この商店さんの悩みに対応した事例とか、報告会みたいなのが

あったりもするんですけれども、そこを聞いてみると、なるほどというふうに分かるんで

すけれども、文字だけ、報告書だけを見ると、やっぱり分からないんです。生々しい状況

というか、ここが困っていて、こういうふうに対応しているんだというのはやっぱり分か

りにくかったりするので、そこを何とか、事例発表がいいのか分かりませんけれども、具

体的にセミナーがいいのか分かりませんけれども、何らか具体的な、こういう使い方がで

きて、はっきり言うとよろず相談して構わないんですけれども、いろんな相談ができて、

その結果、こういうアドバイスをもらったり、こういう手だてを打ってくれたり、こうい

うことを教えてくれたりするというところをもう少し開いた形で、やはり我々も広報な

り、先ほど申し上げたセミナーなりで、周知を図らないといけないなというふうには感じ

ています。 

○桃野芳文委員 好評だと自信を持っておっしゃっているので、それはよかったなと思い

ますけれども、冒頭、申し上げたように、今、やっぱり環境が厳しいので、倒産件数がど

んどん増えているということですから、世田谷は全国に比べて結構状況がいいぞみたい

な、そういうニュースが流れるぐらいまでぜひ頑張っていただきたいと思います。 

○中里光夫委員  先ほど産業プラザの認知度が低いんだというお話がありましたけれど
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も、いろいろ考えて、ちょっと思いつきというか、あれなんですけれども、やっぱり産業

振興公社の役割として、新しく世田谷で仕事を始めたい、事業を始めたいというときに相

談に乗って、いろいろアドバイスをくれるだとか、それをやるときに福利厚生はこういう

仕組みが使えますよという案内があったりだとか、それから、さっき私が質問したみたい

に、国や、東京都や、世田谷区にいろんな制度があるけれども、何を使っていいか分から

ないけれども、そういうのを相談したら、いろいろ教えてくれるだとか、そういう場所な

んだというのをアピールして、例えば、世田谷で仕事を始める人と、それから、これから

ＤＸを導入して近代化したいとか、それから環境の問題にちゃんと取り組みたいとか、そ

ういう人は、みんな、ここに相談に来てくださいみたいな打ち出しを世田谷区と一緒に

なって行って、それにしっかり応えられる体制をつくんなきゃいけないと思うんですけれ

ども、やっぱりいろんな補助の仕組みがあるんです。だけれども、それを的確にちゃんと

アドバイスできるというのが、やっぱり自治体、一番、区の現場に近いところがやる仕事

じゃないかと私は思うので、そういう力もつけながら、そこで押し出していく、産業プラ

ザはこういうところだよというのを出していくというのがいいんじゃないかなと思うんで

すけれども、いかがでしょうか。 

○宮崎副理事長 御指摘ありがとうございます。難しくしているのは、多分、これは実

際、産業プラザに御来訪されている方も含めてですけれども、コロナがいいきっかけに

なったと思うんです。対面式でお会いしなくなったときに、いろいろ、今、桃野副委員長

からも出ましたように、伴走型というのも、そこから実は切り替え始めているとか、結

局、言われても分からないし、まず、会えないというところからどうするということか

ら、数が多くなってきたので、今度は会わなくても解決していかなきゃいけないという、

その部分の見合いでやっていますけれども、今、御指摘のように、まず、先ほどの繰り返

しになりますけれども、いろんな制度がありますけれども、やっぱりそれを駆使するの

は、私も正直言って全部は網羅して分かっているかというと分かっていないです。ですか

ら、それぞれの専門部署の部のところにあるのと、やっぱり先ほどのシステマチックに

やっていくときに探す能力も必要なんですけれども、そこは機械的にできるところまでは

行きたい。そこからフィット感がないんです。 

 昔は、来られている方のほとんどは融資です。ただ、コロナがさっき言った教訓です。

先ほどの、それこそ副委員長がおっしゃったように、倒産が多くなっている部分がやっと

落ち着いてきているのかなと思うのは、我々の融資の動向を見れば一発で分かります。
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やっと落ち着いています。貸すときはどんどん貸しといてとクレームを受けたぐらいです

から、返さなきゃいけないというのは当然だったわけですけれども、それどころじゃな

かったわけです。 

 ここはお互いに乗り切りましょうという中で、借り換えを含めてですけれども、今の融

資の動向というのは、これが如実に世田谷区を表しています。例えば、今こそ、いわゆる

小口零細資金といって、スポット的に借換えを含めてのつなぎ融資、こういうような部分

が増えてきています。それから、新たな創業というのは一時期一気に増えましたけれど

も、今ちょっと落ち着いちゃっているという状況。 

 ただ、これはお金のほうの面だけで見ているとそういうことが言えますけれども、今

度、経営相談の中身はというと、今、事務局長が説明したように人それぞれで、もう分

かっているから早く手続をやってというところも来るし、逆に言うと、言葉は悪いですけ

れども、お客様の相談は何を言っているんだろうかというところを一緒に考えて悩んでい

るところもあります。そのときこそ、先ほどの伴走型で一回行ってみて、そのときも、実

は計画したときは、せいぜいこのキャパで言うと二回から三回ぐらいで何とか終わらせた

いというふうに思うんです。というのは、属人的でこの人だけにというより、どんどん

オーダーが来ますから、そういうやり方をしたんですけれども、これはやっぱり考え方は

間違いだね、だから、実績を伸ばすというのはもちろん必要なんですけれども、そうでは

なくて、ここはもうちょっと頑張れば、一緒にお付き合いもいただいて、よりいい展開を

しようよというのが見えてくると。それは先ほど言った五回、六回、行っているんです。

それが、先ほどの話で言うと、非常によかったと言ってくださいますけれども、その方は

よかったかもしれないけれども、それでは今度、追いつかない分も出てくる。 

 そこはではどうするということを、今度はチャット式に今、切り替えて、こういう話

だったら、ここですぐ答えが出せるし、それから、言葉は悪いですけれども、我々のキャ

パだけで追いつかないときは、東京都に流し始めているということもやっています。 

 ですから、使い分けの時代の中で、それぞれ状況が本当に多面化して、産業プラザの価

値観を高めていきたいんですけれども、どういうオーダーがあるかというと、全部、本当

はワンストップの経営相談をやっていますので、何でも困ったらいらっしゃいと言いたい

ところですが、来ることの部分で、我々としては、機能というよりも、今、言ったいろん

な情報をどういうふうに駆使して、どういう人だったら本当に使ってほしいというところ

に、ある意味、スポット的からだんだん目を広げていくという方法で、何とか、産業プラ
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ザの部分の認知度も含めて高めていければ、対面じゃなくても、これは一回出してみてよ

かったというのも十分、評価につながるかなと思っています。そんなふうに我々も仕向け

ていければというふうに思っています。 

○平塚けいじ委員長 ほかに質疑がなければ、以上で公益財団法人世田谷区産業振興公社

についての報告を終わります。 

 参考人の皆さんに委員会を代表し御礼を申し上げたいと思います。本日は皆様に御出席

をいただき、詳細にわたりお話を伺うことができました。誠にありがとうございました。

以上で終わります。 

 ここで説明員、参考人の方の入替えを行います。 

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○平塚けいじ委員長 それでは次に、 (5
)

公益社団法人世田谷区シルバー人材センターに

おける令和八年度事業についての報告に入ります。 

 本日は本件に関し、参考人として、山田会長、皆川事務局長、堂谷事務局長代理の皆様

に御出席をいただいております。 

 本日はお忙しい中、本委員会のために御出席をいただきまして誠にありがとうございま

す。委員会を代表して心より御礼を申し上げます。 

 それではまず、区の理事者より令和八年度の事業計画等の報告をお願いします。 

○佐藤工業・建設業・雇用促進課長 それでは、公益社団法人世田谷区シルバー人材セン

ターにおける令和八年度事業について、概要を御説明いたします。 

 なお、詳細につきましては資料の五ページ目以降にございます令和八年度事業計画に記

載しておりますので、後ほど御確認をお願いいたします。 

 まず初めに、シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づ

き設置されている法人です。会員は原則六十歳以上の方で、企業や家庭、公共団体などか

らシルバー人材センターが仕事を引き受け、会員に仕事を提供いたします。会員の方は就

業することによってシルバー人材センターから配分金を受け取る仕組みとなっておりま

す。 

 それでは、資料の一ページ目を御覧ください。事業計画でございます。令和七年度から

十一年度までを計画期間とする第五次中期五か年計画及び前年実績などに基づきまして、

令和八年度の事業計画を定めております。 

 参考として令和七年度の計画も記載しております。 
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 １の会員への就業提供のおのおのの数値及び２の仕事受託の各予定件数、契約金額等に

つきましては記載のとおりでございます。なお、令和七年度から受託事業の拡大のために

労働者派遣事業を新たに開始しており、１の 4
) に派遣契約金額の内容を記載しておりま

す。 

 ２仕事受託の 1) 受託事業①公共区分でございますが、こちらは公園の清掃や区立施設

の管理などのほかに、令和八年度から改めて五年間の指定管理者として選定をされました

自転車等駐車場の受託事業がございます。なお、公共部門からの受託金額の約六四％が指

定管理者分となっておりまして、その内訳につきましては 2) の指定管理者に記載のとお

りでございます。 

 次に、お戻りいただき、②の企業区分でございます。内容といたしましては、マンショ

ンの管理、ごみ出し、清掃などになっておりまして、件数、金額は記載のとおりでござい

ます。 

 ③の家庭区分につきましては、家事援助サービスや除草、庭木の剪定など家庭から受注

されたもので、件数、金額は記載のとおりでございます。 

 ④の独自区分につきましては、パソコン教室やカルチャー教室などの会員の経験やスキ

ルを生かした事業でございます。 

 2) は、先ほどの指定管理者の内訳と数になってございます。 

 続きまして、 3) 発注者訪問ですが、こちらは多くの会員の方に仕事を提供するため、

理事による新規受注の開拓を行うものです。また、併せて新規会員の獲得に向けてＰＲを

進めております。 

 区といたしましては、シルバー人材センターが地方自治法による政策目的、随意契約が

可能な団体でございますので、受注事業の拡大に向けて、予算編成時等には庁内に向けた

ＰＲ活動も行っております。また、会員獲得の支援といたしまして、「区のおしらせ」へ

の掲載や、令和六年度より三軒茶屋分庁舎にてあったかサロンを共催しているところでご

ざいます。 

 次に、３の会員等の人材育成等につきましては、入会時の研修、会員のスキルアップの

ための技能向上研修、その他、記載にあります各種の研修等を実施することで顧客ニーズ

に応えた就業能力の向上や質の高いサービス提供に努めております。 

 次に、４の調査・広報活動でございますが、シルバー人材センターにつきましても広く

区民の方や企業への周知として広報紙「シルバーせたがや」の発行、その他、リーフレッ
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トの作成、配布等にも取り組むこととしております。 

 二ページを御覧ください。令和八年度収支予算総括表を記載しておりますが、こちらは

三ページと四ページにございます令和八年度収支予算書を包括的、総括的にまとめたもの

でございますので、後ほど御確認をいただければと思います。 

 私からの説明は以上でございます。 

○平塚けいじ委員長 それでは次に、経営方針等についての説明をよろしくお願いいたし

ます。 

○山田会長 委員長並びに委員の皆様、本日は、貴重な機会をいただき、誠にありがとう

ございます。また、日頃より、当センターの運営に対し、多大なる御支援を賜っておりま

すこと、この場をお借りして厚くお礼を申し上げます。本日は、令和七年度の成果を振り

返りつつ、本年度の抱負について御報告させていただきます。 

 令和七年度は、当センターにとって第五次中期五か年計画の初年の年であり、将来を見

据えた大きな一歩を踏み出した一年でありました。 

 まず、新たな就業の機会の確保として、労働者派遣事業への本格的な参入を果たしまし

た。令和六年十一月に参入を決定した後、令和七年度上半期には、システム導入等の準備

を整え、下半期より事業を開始いたしました。既に民間企業のスーパーにおける品出し業

務などの実績を上げており、請負人という従来の形態に派遣を加えたことで、多様な就業

ニーズに応える体制が整いつつあります。今後も法令遵守を徹底しながら段階的に拡充

し、達成を目指します。 

 次に、地域の活性化を図るため、令和七年四月より、地域組織を従来の十五組から名称

を改めて、十八エリア体制へと再編いたしました。コロナ禍で希薄になった会員同士、あ

るいはセンターと会員の関係性を強化するため、各エリアで地域活動懇談会を開催し、ボ

ランティア活動や安全教育を通じて顔の見える関係づくりに注力してまいりました。この

新体制により、地域に密着した社会奉仕活動への参加意識も着実に向上しております。令

和八年度は、中期計画の二年目として、これら基盤となる、さらなる強固なものにしてま

いる所存です。 

 本年度より、区立自転車等駐車場の次期五か年にわたる指定管理者業務が新たにスター

トいたしました。当センターは五十四か所の駐車場を管理し、区民の皆様と日々接する世

田谷の顔として役割を担っています。引き続き、質の高い施設運営を維持するとともに、

放置自転車等の対策を通じて、地域の安全でかつ快適な生活環境の向上に全力を尽くして
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まいります。 

 また、地域社会へのさらなる貢献として、昨年度から開始した小学校における朝開門事

業の受託校を拡充しております。現在、二校で実施している本事業は、地域の子どもたち

を地域の高齢者が見守るという多世代交流の理想的な形を具体化したものです。本年度は

受託校数が十八校に増加することから、円滑な運営に努めるとともに、地域の安全安心を

支える取組として定着させてまいります。 

 この事業拡大に当たり私たちが最も重視しているのは、ハラスメント防止とプロ意識で

す。会員に百マイナス一はゼロという合い言葉を徹底し、たった一度の不適切な言動が組

織全体の信頼を失うという緊張感を持たせております。特に子どもへの接し方について

は、身体的な接触の回避や現代的な価値観の理解を深める研修を重ね、保護者や学校から

全幅の信頼をいただける見守りを実施していく所存であります。 

 シルバー人材センターの活動は、高齢者の生きがいの創出のみならず、地域社会の担い

手を増やすという重要な社会的使命を担っております。本年度も世田谷区のさらなる発展

に寄与できるよう、職員が一丸となって取り組んでまいります。今後とも、委員の皆様の

変わらぬ御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。 

○平塚けいじ委員長 それでは、これまでの報告、説明に対し質疑がありましたら、どう

ぞ。 

○河野俊弘委員 本日は、御足労いただいてありがとうございます。 

 今、会長がおっしゃっていただいた朝開門事業の小学校の拡大というところで、今後の

拡充のペースというか、好評だという声も、うちもやってほしいというような声も結構

あって、やっぱり朝、早く来て体を動かすことで、より授業に集中するとか、いろんな効

果があるよみたいな話をしていて、今、二校ということですけれども、今後の受託ペース

というか、そういったものがあるのであればお聞きしたいです。 

○皆川事務局長  今年度、五月の連休明けから、十校増やします。それから、九月から六

校増やします。今年度は合わせて十六校増えます。来年度、令和九年度は二十一校増やし

ます。令和十年度は二十二校、そこで全部、六十一校全てについて見守りを始めるという

計画になっております。 

○河野俊弘委員 具体的な学校名とかというのはどこかで明らかにされているんでしたっ

け。 
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○堂谷事務局長代理  具体的にもう走り出しておりますので、そういった学校名などは、

教育委員会を通じて私どもは知り得ております。 

○河野俊弘委員 その中で、学校の側、子どもたちの状況で言うと、不登校の子どもとか

も結構増えているのも実情でして、やっぱり今、学校には入りにくいけれども、早めに逆

に行きたいというような子もいたりとかという話もちょっと聞いているので、朝、何気な

い、おはようございますとか、そういった挨拶の交流だったりとかというのが学校への敷

居を下げたりとか、そういった意識も非常に効果があるんだなというところもあります。

ぜひ積極的に関係して、元気な高齢者の方々が子どもたちと接する機会というのを、何か

のタイミングで、そういったところで非常にいろんな効果があるかと思いますので、期待

しております。 

○和田ひでとし委員 先ほど、会長のお話の中に百引く一はゼロという例えを出されてい

ましたよね。非常に、これは多分、人材育成の面で大事なところなのかなと思って聞いて

いたんですけれども、例えば仕事を頼む区民の側からして、今、いろんな業者が入ってき

ますよね。電話だったり、直接、訪問されたり、仕事に対して営業をかけてきますので、

区民の皆さんが、非常に不安がっている方が多いですよね。例えば植木屋さんを頼みたい

と、だけれども、営業でいろんな業者が来ているんだと、では、どういったところに頼め

ばいいのかなといったら、そんなに大きな工事でなければ、本当に庭木の剪定をちょこっ

とお願いしたいんだけれどもというところだったら、シルバー人材センターがありますよ

という紹介もできるわけなんです。 

 そういった部分で、人材育成、実際に仕事に行っていただく方々の育成について、やっ

ぱり先ほどの百引く一はゼロという話を聞いたときに、相当、力を入れているのかなと思

うんですけれども、その辺、特に気をつけている点とかはありますか。 

○山田会長 今、実際に植木職のところは必ず講習会を開いています。ランクづけもして

います。それは一年に一回、必ずチェックを入れています。それから、今、やはり植木に

関しては就業者が少なくなっていることも事実なんです。ところが、逆に除草に関しては

増えています。ですから、そういうものも含めて、なるべく風聞というか、区民の皆さん

の、私の住まいのそばでも、シルバーに頼んでいる家庭は何軒かありますから、取りあえ

ず今のところは競合しないように、十分民間との競合性を保ちながら、それから、就業者

の教育も必ず一年に一回はやっています。そういうことも含めて頑張っていますので、十

分注意しています。 
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○和田ひでとし委員 ありがとうございます。非常に本当にいろんな業者が営業されてい

る中で、やっぱりシルバーなら安心して頼めるかなというところが一つの魅力だと思いま

すので、ぜひその辺、力を入れていただければと思います。ありがとうございました。  

○河村みどり委員 御足労いただきまして、誠にありがとうございます。 

 先ほど、もしかしたらちょっと聞き逃してしまったかもしれないのですけれども、今年

から新しい契約方式の開始、包括契約を行うということで、計画のほうの契約金額も新た

に入れさせていただきましたよというお話がありました。具体的な内容がどういうことな

のかを教えて……。 

○山田会長 派遣先のことですか。 

○河村みどり委員 この包括事業の内容、ごめんなさい、書かれているのが、公共事業に

限り包括契約を開始しますという部分の具体的な事例というか、ありましたら、教えてい

ただければと思います。 

○堂谷事務局長代理  これに関しましては、令和六年十一月のフリーランス法の施行に伴

い、同法の趣旨に沿った契約ということなんです。ですので、新たな仕事を生み出したと

いうよりも、今現在、世田谷区役所さんと契約しているものに関して、この包括契約に切

り替えて私どもが受託しているということになります。 

○河村みどり委員 形が変わったということですね。 

○堂谷事務局長代理  そうでございます。 

○河村みどり委員 ありがとうございます。 

 あと、地域貢献というところがあったと思うんですけれども―すみません、ボラン

ティア活動。今回、地域割り等が変わって、新たな体制がスタートいたしましたよという

お話から、この地域貢献に関しても、今回、社会奉仕参加率が一四％を計画しているとい

う数字も出ているんです。実際、地域の方から、今まで、地域貢献、こういう形で公園の

お掃除とかをやっていたけれども、やっぱりもっとＰＲできるような場所を探しているん

だというようなお話も、シルバー人材センターのお仕事をされていらっしゃる方から、

もっともっと区民の方が交流しているような場所でできないかというようなお話もちょっ

といただいていて、すごく積極的だなというふうに思ったんです。これは何か意識改革と

いうか、そういったものがあったのでしょうか。そういうお話も先ほどちらっとありまし

たので。 

○山田会長 そのお話は、エリアによるボランティア活動に関するということでよろしい
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ですか。 

○河村みどり委員 賃金を頂かない社会奉仕とボランティア活動は同じでしょうか。 

○山田会長 ボランティア活動に関しては、今まで区民組織だったところでは、高齢化が

進んじゃっていたんです。再編したことによって人員を少し削減して、いわゆる集約をし

てきて密にした。いわゆるボランティア活動の実施は、区の清掃事業の春、秋は、必ず各

エリア、十八組全部、今、参加しています。だから、そういったことで、先ほどもちょっ

とお話ししたんですが、就業と同時に、シルバーの目的の一つである社会貢献という意味

では確実に伸びていると思います。ですから、区民の皆さんとも一緒にやれるような区間

でボランティア活動を進めていますので、我々だけが単独で動いているということはない

と思いますけれども。 

○桃野芳文委員 事業目標の中で、スマイル・トゥー・スマイルの登録率が七〇％、これ

は目標なので、今、どれぐらいの登録率になっているのかというのをまず教えてもらって

よいでしょうか。 

○堂谷事務局長代理  今現在、約六四から六五％ぐらいの方が登録している状況でござい

ます。 

○桃野芳文委員 一般的なイメージで言うと、やっぱり高齢の方というのは、あんまりパ

ソコンを触りたくないとか、スマホもあんまり触りたくないみたいなイメージがある一

方、でも、割と八十代の方でも、私もＬＩＮＥでやり取りしている人とかもいたりして、

使っている人は使っているなみたいな、そういうちょっと相反したイメージがあるんで

す。このスマイル・トゥー・スマイルについては、割とシルバー人材の方も、今、六四％

ぐらいから七〇％ぐらいが目標になってくるというお話ですけれども、何かちょっとした

使い方の講習みたいなことを仮にやると、割とみんな簡単に使ってくれそうなものなの

か、それとも、やっぱり七割の壁というか、そこからなかなか難しいよみたいな世界なの

か、どういうイメージなんですか。というのは、区の施策でも、やっぱりスマホが入り口

になっていると、高齢の人は入ってこないんじゃないかとか、結構、そういう議論がある

わけですけれども、シルバー人材センターは、その辺はどういう認識ですか。 

○山田会長 今、デジタル化を進めていますスマイル・トゥー・スマイルに関しては、

ホームページとは別にそこの活用をしようということで、広報部ですとか総務部の一部が

動いています。入会説明のときに、新規に入ってこられる方には、職員が確実にスマイ

ル・トゥー・スマイルのやり方を説明しています。それから、我々、高齢の、私も八十を
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超えていますけれども、そういった中でも、まだデジタルに興味もありますし、やはり予

算的な面、お金の面を考えるとデジタル化を進めなきゃいけないということで、広報のほ

うで徹底して皆さんにＰＲして、うまくいくようには進めています。 

○桃野芳文委員 段階的には、七〇％というのが一つの目標として多分設定されているん

だと思うんですけれども、手応え的には、これは例えば七五、八〇、もしくはほとんどの

人が使っていますよみたいなところまで、皆さんが接している手触り感としては行けそう

なイメージということでよろしいんですか。 

○山田会長 行けると思います。さらに、今、三軒茶屋で借りているあったかサロンで

も、常設的に、シルバーの会員が、使える人が指導することも考えていますので、その辺

は徹底して、これからデジタル化が進むと思います。 

○平塚けいじ委員長 ほかに質疑がないようであれば、以上で公益社団法人世田谷区シル

バー人材センターについての報告を終わります。 

 参考人の皆さんに委員会を代表し御礼を申し上げたいと思います。本日は皆様に御出席

をいただき、詳細にわたりお話を伺うことができました。誠にありがとうございました。  

 以上で外郭団体の令和八年度事業についての報告を終わります。 

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○平塚けいじ委員長 次に、 (6
)

その他ですが、何かございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○平塚けいじ委員長 特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○平塚けいじ委員長 次に、２協議事項に入ります。 

 (1
)

次回委員会の開催についてですが、現時点では第一回臨時会への当委員会の案件は

予定されておりません。よって年間行事予定で示されているとおり、五月二十六日火曜日

の十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○平塚けいじ委員長 それでは、次回委員会は五月二十六日火曜日十時から開催すること

に決定いたします。 

 以上で協議事項を終わります。 

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○平塚けいじ委員長 そのほか、何かございますか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○平塚けいじ委員長 なければ、以上で本日の区民生活常任委員会を散会いたします。 

    午後一時三十七分散会 

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 


